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第１１回平成１９年９月与謝野町定例会会議録（第６号） 

 

招集年月日 平成１９年９月２６日 

開閉会日時 午前９時３０分 開会 ～ 午後５時１６分 延会 

招集の場所 与謝野町議会会議場 

 

１．出席議員 

       １番  野 村 生 八      １０番  赤 松 孝 一 

       ２番  畠 山 伸 枝      １１番  勢 旗   毅 

       ３番  上 山 光 正      １２番  多 田 正 成 

       ４番  廣 野 安 樹      １３番  今 田 博 文 

       ５番  小 林 庸 夫      １４番  森 本 敏 軌 

       ６番  家 城   功      １５番  谷 口 忠 弘 

       ７番  伊 藤 幸 男      １６番  有 吉   正 

       ８番  浪 江 郁 雄      １７番  服 部 博 和 

       ９番  井 田 義 之      １８番  糸 井 満 雄 

 

２．欠席議員 

      （なし） 

 

３．職務のため議場に出席した者 

      議会事務局長    奥野  稔    書 記    植松 ひろ子 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者 

      町 長    太田 貴美    代表監査委員    足立 正人 

      副 町 長    堀口 卓也    教 育 長    垣中  均 

      総 務 課 長    大下  修    教育委員長    白杉 直久 

      企画財政課長    吉田 伸吾    商工観光課長    太田  明 

      岩滝地域振興課長    小林 哲也    農 林 課 長    浪江  学 

      野田川地域振興課長補佐    長島 栄作    教育推進課長    土田 清司 

      加悦地域振興長    和田  茂    教 育 次 長    鈴木 雅之 

      税 務 課 長    日高 勝典    下水道課長    小西 忠一 

      住民環境課長    藤原 清隆    水 道 課 長    芋田 政志 

      会計管理者    金谷  肇    保 健 課 長    佐賀 義之 

      建 設 課 長    山﨑 信之    福 祉 課 長    岡田 康利 
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５．議事日程 

  日程第 １  議案第８５号  平成１９年度与謝野町一般会計予算（第２号） 

                                        （質疑～表決） 

  日程第 ２  議案第８６号  平成１９年度与謝野町簡易水道特別会計補正予算（第２号） 

                                        （質疑～表決） 

  日程第 ３  議案第８７号  平成１９年度与謝野町下水道特別会計補正予算（第１号） 

                                        （質疑～表決） 

  日程第 ４  議案第８８号  平成１９年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

                                        （質疑～表決） 

  日程第 ５  議案第８９号  平成１９年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

                                        （質疑～表決） 

  日程第 ６  議案第９０号  平成１８年度与謝野町一般会計歳入歳出決算認定について 

                                        （質   疑） 
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６．議事の経過 

（開会 午前９時３０分） 

議  長（糸井満雄） おはようございます。 

早速ですけれども、始めさせていただきたいと思います。 

ただいまの出席議員は１８人であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きま

す。 

本日の会議は、お手元に配付しております議事日程に従い進めたいと思います。 

日程第１ 議案第８５号 平成１９年度与謝野町一般会計補正予算（第２号）を議題とします。 

９月２１日の質疑を続行いたします。 

上山議員が１３分の残り質問時間を残しての散会でございましたので、上山議員の発言の続き

を許します。 

上山議員。 

３  番（上山光正） まず、２１日に続きまして質疑に入らせてもらいます前に、議事延長をお認めい

ただきました議長、並びに議会運営委員会の皆様のご配慮に、まずこの場をお借りいたしまして、

心から御礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。 

そこで改めて、ただいま議長がおっしゃいましたとおり、残りの持ち時間１３分の質疑に入り

たいと思います。 

まず、議案第８５号、一般会計補正予算（第２号）、歳入の１３ページ、１３款、国庫支出金、

２節の高齢者福祉費補助金１，８００万円、及び歳出の２４ページ、３款の民生費、１９節、負

補交での与謝野町地域福祉空間整備事業交付金１，５００万円が、「安心・どこでも・プラン」

推進の後方支援として、合計３，３００万円が補正として計上してありますが、この内容など経

過も含めて、再度、課長から詳細な説明をお願いしたいというふうに思いますし、また、あわせ

てそれらの中で反省点があれば伺っておきたい。 

また、同じく町長からも提案者として、多種多様に変化していく地域の福祉事業に取り組まれ

ておられるわけですが、その中で今後の事業展開に向けての反省点などがあれば、伺っておきた

いと思います。 

以上です。よろしくお願いします。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） まず私の答弁がもとで、議会審議が日程どおりに進まない事態を起こしてしまい

ましたことにつきまして、おわびを申し上げたいというように思っております。 

上山議員さんのご質問に、お答えをいたしたいと思います。 

１４ページの地域介護福祉空間整備等交付金１，８００万円につきましては、国の事業採択を

受けましたこの整備事業につきまして、国からいったん町が受け入れを行いまして、法人に交付

をしていくということで、歳入として受け入れるものでございます。 

この事業につきましては、小規模多機能型介護拠点施設の整備ということでございまして、施

設整備分が１，５００万円分と、それから設備備品購入費等３００万円、合計１，８００万円を

受け入れるものでございます。 

また、歳出の２４ページ、社会福祉総務費の与謝野町地域福祉空間整備事業１，５００万円に
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つきましては、国だけの交付金では事業費が不足をするというようなときに、町単独のこの交付

金制度を設けまして、これで支援をしていこうということでございまして、この１，５００万円

につきましても、小規模多機能型介護拠点整備ということを意識をして、計上をさせていただい

ておるものでございます。 

それから２６ページになりますが、高齢者福祉費の高齢者福祉施設整備事業１，５３０万円と

いうことで、そのうちの１９節、負担金補助及び交付金につきましては、１，８００万円を計上

させていただいております。これは先ほど申し上げました国の交付金を、そのまま法人の方に交

付をしていこうということで、計上をさせていただいておるものでございます。 

いずれも小規模多機能型介護拠点整備ということで、計上させていただいております。 

その中で、経過もあわせて説明をということでございますが、まず、公設民営から民設民営に、

どの時点で方向転換をしたのかということでございますが、これにつきましては、明確に答える

ということはできません。 

ただ、前回も申し上げましたように町の指示で、民設民営で整備を図っていこうとする法人に

対しても、一定支援を考えてみるべきだということから、担当課の方で、その要綱等について検

討するようにという指示がございまして、それをもとにして原案をつくったのが６月２０日とい

うことで、書類的には残っておるということでございます。 

ただ、その中で１点、ご訂正をお願いしたいと思うわけでございますけれども、６月２１日の

今田議員の質問の中で、公設については約束をしていないというような答弁をしてしまいました。

これにつきましては、小規模多機能型居宅介護施設につきましては、公設民営で施設整備を進め

るために、一定額の設計委託料を当初予算に計上をしております。その後、与謝郡福祉会との協

議につきましては、応分の負担をしていただくようにお願いをしてまいりましたので、町が事業

費の全額を負担するということについては、約束をしていないということを申し上げたかったわ

けでございます。その点につきましては、言葉足らずで不適切な発言でございましたので、訂正

をお願いいたしたいと思います。その点について、おわび申し上げます。 

またこの後、町長の方から、慌ただしく動いております情勢についても答弁があろうかという

ように思いますので、またその後、私の方でわかっておるものにつきましては、答弁させていた

だきたいというように考えております。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） おはようございます。 

２１日に行われました一般会計補正予算の審議の中で、地域福祉空間整備事業につきまして、

多くの貴重なご意見や、あるいはご質問をいただきました。私並びに担当課長から切実にお答え

はさせていただきましたが、議員の皆様に十分なご理解をいただけなかったので、議長から本日

の議会の冒頭、改めて考えを整理し、見解を表明するようにというふうにご指示もございました。

また、上山議員さんのご質問に引き続きお答えさせていただく形で、ただいまからご報告をさせ

ていただきたいというふうに思います。 

まず、補正予算を計上いたしましたのは、今年度、社会福祉法人、あるいはＮＰＯ法人等から、

補助金の交付申請があった場合に備えて、予算の裏づけをするために計上いたしたものでござい

ます。 
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また、場所についてのご質問がありましたが、候補として考えている与謝地区の場所について、

この間、地元区長さんからは、地元のご理解を得ることが非常に困難である旨、ご報告をいただ

いており、その状況を受けた与謝郡福祉会からの会長さんからも、そのような状況なら福祉会と

しても非常に困難である旨、ご報告をいただいていましたが、それぞれ役員会を開催される前の

段階であり、正式な意思決定ではないというふうに考えて、答弁をさせていただいたところでご

ざいます。 

しかしながら、与謝区の役員会が２２日に開催されまして、隣接の町道が改修できる状況にな

いことから建設に反対を決定をされ、また、区の決定を受けた与謝郡福祉会が昨日２５日に建設

委員会を開催され、建設断念を決定された状況から、現実には与謝郡福祉会による候補地での整

備は、困難と判断せざるを得ず、したがいまして、補助金交付団体及び候補地について、改めて

考え直さざるを得ないというふうに思っております。 

なお、福祉課からは、与謝地区の話が正式に辞退された場合には、名乗りを上げたいという丹

後福祉応援団の意向も聞いており、その計画をお聞きし、支援してまいりたいというふうに考え

ております。 

さらに年度内完成をご心配されるご質問もございましたが、新設を予定しています与謝地内の

場合には、その心配があるものと考えられますが、既存建物の改修で整備を考えておられます丹

後福祉応援団の場合には、何とか年度内には完成ができるのではないかというふうに考えており

ます。 

以上、改めまして、地域福祉空間整備事業について与謝野町としての見解を整理し、申し上げ

ましたので、議員の皆様のご理解を賜りたいというふうに考えております。 

どうぞよろしくご承認いただきますように、お願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 上山議員。 

３  番（上山光正） ただいま課長並びに町長から、詳細な近々の説明までいただいたわけですが、こ

ういった与謝野町地域の待機者が非常に多い中で、やはりこの地域福祉空間事業は、早急に進め

ていかなければならないというふうに私は感じているわけですけれども、特にこの施設を、今言

いましたように早急に設置すべきということで、昨日、与謝郡福祉会の方から、断念せざるを得

ないという回答を得られておりますし、また同時に、丹後福祉応援団の方からも希望を聞いてお

られます。 

したがいまして、国への補助金等々の対応の問題につきましては、加悦町地域内での福祉施設

の設置、それから事業者については特定で申請はされてませんので、私どもも福祉応援団のこう

した手を挙げていただいたということに感謝をしながら、ぜひともこの福祉空間事業を早急に進

めていただきたい。 

当初からこういった説明があれば、私どもも納得ができたんですが、やはり法人の方の状態も

はっきりしたものが出てこなかったということで、今後におきましてもやはり管理者側も、それ

から担当課にいたしましても、また事業者についてもよくよく意思の疎通を図っていただき、そ

して我々所管の委員会とも、いつも申しますがご相談をいただいたら、こういったことはなかっ

たのかなということを思いますが、この辺については、いかがお考えでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 
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町  長（太田貴美） 先ほどもお答えしましたように、非常に目まぐるしく動いてきたということが、

１つ大きな原因であったというふうに思いますし、担当課の方もいろいろと状況はお聞きはして

おりましたけれども、それが先ほども申し上げましたように、正式な意思決定を経た中身ではな

かったということもあり、また９月１０日ごろにそういうお話を聞いておりましたが、２１日の

時点では、それらのことをまだ公表するような状況でなかったといいますのは、先ほど申し上げ

ましたように、与謝区の方も２２日に隣組長会を開かれて一応の意思決定をされて、それを受け

て与謝郡福祉会の方に非常に区としては難しい、もう断念せざるを得ないということをおっしゃ

り、それを受けた与謝郡福祉会も、そうした福祉施設の建設のための建設委員会がございますの

で、その委員会が２５日に開かれて、そしてその中で、もうそうであるならば、もう断念せざる

を得ないと。 

しかし１９年度については、そういう状況であるけども、当初よりそうした福祉施設、あるい

は地域福祉空間の事業については与謝郡福祉会も取り組んでいきたいということですので、また

他の地域おいての今後そうした取り組みは継続していくけれども、この加悦町地内での与謝郡福

祉会の展開については断念をせざるを得ないということで、昨日、理事長及び事務局も役場へ足

を運んでいただきまして、回答をいただいたところでございます。 

皆さんにお話をさせていただくのとの、そうした若干の時間的なずれがありましたので、非常

に皆さんに混乱をさせたような、ご迷惑をかけたような答弁になってしまいましたけれども、そ

れぞれ申し上げたのは、決してうそでも何でもない、素直に申し上げさせていただいたところで

ございますので、やはり今後についてはそれらのことも含めて、できる得る限り、お互いに情報

を共有した形で進めていくということが必要かと思います。 

ただ言えますのは、それぞれの団体においての意思決定がなされてないことについては、やは

りこれはひとつのルールとして、守っていく必要もあるんではないかというふうにも考えており

ますので、その辺お互いに注意をして、今後も進めてまいりたいなというふうに考えております。 

それと今後につきましても、福祉応援団の三井さんと小池理事長の間では、もし小規模多機能

について与謝郡福祉会ができないときは、福祉応援団の方がぜひ受け皿としてやらしてほしいと

いうことを、民民の中でお話をされているようで、そのことについても昨日確認いたしました。 

お互いに協力してやっていこうというふうなお話ができているようでございますし、また、先

ほども申し上げましたように、１から立ち上げるのは大変ですけれども、三井さんがやろうと考

えておられるのは加悦奥での展開ということで、加悦奥区の方も区長をはじめ隣接の区民の皆さ

んにも、もう既に了解を得ておられる。もともとは託老所というような形で、やっていこうとい

うふうに思っておられましたが、できれば小規模多機能のそうした機能を持った施設にランクア

ップして、やっていきたいというご希望でございますし、地元でのそうした意思疎通もできてい

るようでございますので、当初申し上げましたように年度内での１９年度の事業につきましては、

小規模多機能は加悦地域で運営します法人は変わりましたけれども、与謝野町としては、そうし

た形で進めていけるんではないかというふうに判断しているところでございます。 

今後につきましては、先ほど申し上げましたように、議員の皆さんとももう少し情報を共有し

た中で話を進めていくように、努力をさせていただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 上山議員。 
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３  番（上山光正） ただいま町長から回答をいただきました。 

そして三井さんへのこの事業への移行ということには、ここの皆さん、ほか了解はいただける

と思うわけですが、もう１点、私お尋ねしておきたいのは、この予算は一応、与謝郡福祉会の方

の与謝地区での事業の内容でありますので、これが今度は加悦奥の方へ移行するということなん

で、この辺の事務の整理というのですか、この担当委員会、もしくは議会の方にも、親切な移行

の回答があればありがたいなと思うんですが、担当課長、どうでしょう、この辺は。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。 

与謝郡福祉会で小規模多機能型施設を整備するに当たりましては、新築ということが基本にご

ざいましたので、相当の事業費がかかるであろうということで、３，３００万円の補助では、恐

らく与謝郡福祉会からの負担も、相当な額にのぼるであろうというように想定しての予算計上を

しております。 

ところが、改修をしてということになりますと、そこまでの経費はかからないであろうと。ま

だ具体的に事業費どれぐらいということは、報告を受けておりませんけれども、そういった面で

は、この３，３００万円以下でおさまるんではないかなというように思っております。 

ただ、この町単独の補助金につきましては、「安心・どこでも・プラン」を推進するというこ

とで、この小規模多機能に限らず法人等で福祉関係のサービス事業を提供するために、施設整備

を図りたいというものについては支援をしていく考えでございます。 

したがいまして、ほかの法人におきましても、今前向きに検討されておるような情報もお聞き

をしております。そういった部分には、支援をしてまいりたいというように考えております。 

ただ、そういった状況等につきましては、特に今後は常任委員会等でも十分説明を申し上げま

して、ご理解をいただきながら進めてまいりたいというように反省をしておりますので、その点

よろしくお願い申し上げます。 

３  番（上山光正） 終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありませんか。 

有吉議員。 

１ ６ 番（有吉 正） ただいま岡田福祉課長、並びに町長の説明を聞かせていただきまして、ちょっと

混乱しておったのが整理されてよかったなという思いで聞かせていただきました。 

そういった中で、私ちょっと感じますのは、私自身も５月２８日の臨時会で公設民営の案件に

ついては、反対した一人であります。また、多くの１１名にのぼる議員が反対された中で、８月

半ばぐらいまで勉強会を開き、今後のこういった福祉施設のあり方というのも勉強させていただ

きました。 

それは報告という中で議員の皆さん方や、それから行政の方にも今後は民設民営で、できるだ

けいくべきであろうと、こういうような意見も井田議員さんを中心として報告書を出させていた

だきました。私もよかったなと思っております。 

また、事業というものは生き物であって刻々と事情が、また地域事情もありますし、それから

受け皿の運営母体の内部の考え方なんかもありますし、そういった地域事情は生き物で、事情が

変わるということもあるんだなということが、痛切に感じられたわけであります。 
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そこで私、昨年９月議会の日程を見てみますと、平成１８年は９月１１日に初日がなされてお

ります。それから、ことしは９月６日であります。それで合併前のことはわからないのですが、

各課に補正の締め切り、９月議会に、そういうことも事情が変わる部分は合併前とはあったん違

うだろうかなと、こういうふうに思うわけであります。 

その辺につきましては締め切り、こういう予定でいこうという中で刻々と変わっていくから、

議会運営委員会が８月２９日でしたか、私はメンバーでありませんので、日付はちょっと定かに

覚えてないんですが、そういったことも原因の一つではなかったろうかなと、こういうふうに思

いますし。 

それからもう１点は、合併して分庁舎方式を現在とられています。そして町長、副町長は本庁

である岩滝庁舎、それから福祉課は、この加悦庁舎にあるわけであります。そういったことも意

思の疎通といいますか、いろんな意味で首長さんは忙しい、そういった意思の疎通も欠けとる部

分はあったんではなかろうかなと、こういうことも思ったわけであります。こういった点につい

ては、岡田課長のもしご答弁があればお聞きしたいし、町長もその点につきましては、ご答弁が

いただきたいなと、こういうふうに思います。やっぱり一日も早い本庁方式がとれればなという

思いも込めて、質問したいと思います。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。 

この９月議会に向けての補正予算の要求時期でございますが、８月７日、盆前でございました。

その時点では与謝郡福祉会の方も真剣に、この与謝地内で事業展開をしていこうということで検

討されておりました。そういった中で、予算の裏づけというようなことで予算計上をさせていた

だいた。したがいまして、そこでは与謝郡福祉会に限定をした予算を計上したということになっ

てしまったわけでございます。 

それから、意思の疎通の関係でございますが、理事者に伝える手段は、いろんな手段があると

思うんです。ただ、私どもは余り確実な情報以外、それを伝えることが、かえって理事者の判断

を正確にできないことにもつながっていくんでないかなというような思いもありまして、できる

だけ確かな情報をつないでいくというような考え方で、今まではきたわけでございますが、果た

してそれがいいのかどうかということについては、特に今回のこの毎日のように動きます情勢等

を考えますと、やはりそういった情報は逐一、理事者の耳に伝えていくということが必要である

というような反省もいたしておるということでございます。 

したがいまして、意思の疎通の件につきましては、いろんな手段がございますので、そういっ

た面で今後は十分反省をして、対応していきたいというように考えております。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） とりわけ情報のそうした意思の疎通はどうなのかということで、今課長が言いま

したように、急ぐものであれば電話もありますし、メールもありますし、急ぐときには顔を見て

話すので、すぐ出てくるようにというようなことで、いろいろな方法で情報は確実に、ホウレン

ソウじゃないですけれども、報告、連絡、相談ということはやっております。 

ただ、言いましたように相談すべきことと、そうではないそれぞれの組織や団体で意思決定を

されるのを待つものと、いろんな情報にも種類がございますので、先ほど課長が言いましたよう
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に、そういう仕分けをする中での、今回９月１０日のそういう動き、そしてこの９月２１日での

答弁というような中で、私自身もまだ明確な決定がされてないというふうに思っておりましたし、

その辺の情報は正直入っておりませんでしたので、ちぐはぐなご答弁になってしまったかと思い

ますけれども、結果的に考えてみれば、やはり昨日、あるいは２２日の日にきちっとそれぞれの

団体の意思決定をされたということでございますので、いろんな形で議員さんや町の方たちが、

いろんな情報を我々以上にお持ちである場合もあるかと思いますけれども、やはりその辺はきち

っと正確に見きわめた上で、確認した上でのやはり情報公開という方法をとりませんと、余計に

混乱するかというふうにも思いますし、種類によって、これを機会にやはりそれぞれの課でも同

じことが言えると思いますので、報告すべきことと、それまでに相談をかけることと、いろいろ

と種類がありますので、その辺はできるだけ速やかに判断した上での対応をしていきたいという

ふうに考えております。 

１ ６ 番（有吉 正） 質問は終わりますが、ただ、今まででしたら町長は今おいでになるなとか、今は

出ておられるなとか、来客中だなというのがわかると。電話する、携帯かもわかりませんし、そ

れは別としまして、ただやっぱりそういうことで目に見える。町長が何しとるのかなというのが

わかるということと、確かにホウレンソウ、町長がおっしゃいましたが、そういったこともあわ

せて、やはり見えるということが大事ですので、その辺はわかっていただきたいなというふうに

思います。 

以上、終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありませんか。 

谷口議員。 

１ ５ 番（谷口忠弘） それでは私も、先ほどの上山議員のご質問と関連してのご質問になると思うんで

すけれども、ひとつお聞きをしたいというぐあいに思っております。 

私も非常に待機者が多いんで、この施設については大変心配をしておった一人でございます。 

与謝郡福祉会が断念されて、三井さんの丹後福祉応援団がやられると、こういうような今お話

を聞かせていただきまして、ほっと一安心をしてる一人でございます。 

しかし、その中でもここに至ったいきさつというのは、大変複雑ないきさつであるというぐあ

いに聞いておりまして、先ほど町長のご答弁の中で、こういう混乱を招いた原因というのは、あ

る一方では行政側の意思疎通という反省を、ちょっとお聞かせいただいたんですけれども、しか

しながら先ほどのご答弁を聞くと、ちょっとしつこいような話になって申しわけないんですけれ

ども、２２日に与謝区の方が立地を断念されたと。２５日、昨日ですね、与謝郡福祉会の建設委

員会の方で建設を断念されたと、こういう形になっております。 

しかしながら、９月の議会当初は提案説明の中では、与謝区の中で与謝郡福祉会がやられると

いうことで、我々は聞かせていただいておりました。そういう中で当然、先ほどもお話になった

ように、一から建設ということになると、年度内には多分できないだろうというご判断をされて

おったようなんですけども、そうであるならば行政側は、民設民営ではあるんですけども、補助

金や交付金の関係もありますので、もう少し主体的に今年度内におさまる段階で、もっともっと

やっぱりコミュニケーションを深めるべきであると、私はこう思うんですけども。 

先ほどちょっとご反省の話もちょっと聞きましたけども、この辺はどういう認識でこの事業を
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進められておられたのか、もう一度その点をお伺いしたいなと思っております。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。 

この小規模多機能型居宅介護施設の整備につきましては公設民営ということで、与謝郡福祉会

の方も早くからこれに取り組んでいこうということを決定をされました。ただ、場所の問題であ

りますとか具体的な施設、そういったものにつきましては、そんなに前に進んでなかったという

のが現状でございます。 

そういった中で、まず与謝地内の候補地、これについて検討された結果、法面等々の問題もご

ざいまして、ほかの場所をということで新しく第２番目の候補地が見つかったのが、９月４日と

いうことでございます。そういったような状況でございました。 

ただ、議員さんおっしゃいますように、この年度内に完成することによって交付金が受けられ

るということからいきますと、私どももやはり補助金を交付していくという立場から、もっと積

極的に事業が進むべく法人と協議を進めて、あるいは場合によっては、地元区との協議の中にも

積極的に参加をしてということが、確かに欠けておったということにつきましては、非常に反省

をしておるところでございます。 

平成２０年度も野田川圏域、あるいは岩滝圏域、そういったところで整備を図っていくことに

しておりますので、これにつきましては、今後とも関係をします法人等と協議を早くからしなが

ら、それが達成できるように努めてまいりたいというように考えておるところでございます。 

確かに民設民営というような位置づけから、余りそこに町が深くかかわりを持たないような態

度をとってきたことにつきましては、非常に反省をしておるということでございます。 

議  長（糸井満雄） 谷口議員。 

１ ５ 番（谷口忠弘） 町長にお聞きしたいんですけども、私は先ほど答弁をお聞きしまして、これもち

ょっとしつこいような話になるんですけども、どうも先ほど言った２２日の与謝区が断念された、

２５日に与謝郡福祉会が断念されたと。この結論を待たないと、結果は出せなかったと。こうい

ういわば行政側の主体性が全く見られずに、この決定がおくれたためにこんなことになってしま

ったというお言葉が、非常に私の頭の中に強く残っているんですけども、行政側の反省というの

はどこにあったんでしょうか。その点について、町長にお聞かせいただきたいというふうに思っ

てます。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 取りようだというふうに思いますけれども、決定がおくれたために地域にしろ、

団体にしろ、そこの決定がおくれたからどうこうということではないわけです。そうではなしに、

行政の主体性とおっしゃる部分については、行政の支援ができるような体制は要綱をつくって整

えたわけですので、それらについては、十分役割を果たしているんではないかなというふうに思

います。 

与謝郡福祉会にしましても、ここの場所だけではなしに与謝野町また伊根町で、今後、福祉の

施策をどうしていくのかということを、与謝郡福祉会の中でやはり論議していただいて、その中

の一つとして、こういう方向でいくという、そういうビジョンを早く策定をしてくださいという

ことは、これは大分前から与謝郡福祉会の理事長にも言っておりますし、それらについても十分
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ご理解をいただいているというふうに思います。 

そういう中で、加悦の圏域の中で何とか与謝の区長さんも、うちの方で何かいい土地があれば

提供をするようなことで、一生懸命汗をかいていただいたわけでございますので、それらについ

てどこが悪いとかそういう意味ではなしに、やはりその中で地域にしても理解が得られなかった

部分があるでしょうし、それについては行政も、あるいは与謝郡福祉会も、反省すべきところが

あるんではないかというふうに思います。当初のそういう思いがかなわなかったという点につい

ては。 

ですけれども、これはどこが悪い、ここが悪い、行政の主体性がないんではないかと言われる

ような、そういう筋の問題ではないというふうに思っております。それぞれの団体で意思決定を

されたことを、やはり行政がバックアップしていくというのが本筋だろうというふうに思ってお

ります。 

議  長（糸井満雄） 谷口議員。 

１ ５ 番（谷口忠弘） 私は先ほども申し上げましたように、９月の当初の議案説明の中で町長は、与謝

地域の中で与謝郡福祉会がつくられると、こういうふうにご説明をされました。そのままずっと

きて、きょうの段階に至ってるわけですね。もしこの問題が、ここまでという話にならなかった

ら、私どもはてっきり与謝町内でできて与謝郡福祉会が運営されると、こう思ってしまうわけで

ありますけども、議会に対してその辺の修正というか、それはここに至ってこういう話が出たん

であって、これについての修正とかいう話はどの段階で、この９月議会でされようとされておら

れたのか。その点についても、少しお聞きしたいなというように思っております。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） ９月の当初の議案の説明につきましては、おっしゃるとおり私自身も与謝郡福祉

会が、一生懸命そういう方向で進んでおられるというふうに思っておりましたし、それが変わる

とは全然思ってなかったわけでございます。 

どこで修正をかけられるんだということですが、本日まさにその修正をかけようとしている、

皆さんに今までのいきさつをご説明して、こういう状況になりましたということを言ってるわけ

でございますので、そういう想定があったんなら当然早い時期に、２１日の日でもそういうお話

をさせていただいたというふうに思いますけれども、それぞれの団体の意思決定が２２日、ある

いは２５日であったということを受けて、きょうそういう中身、受け皿となる法人が変わったこ

と、また地区が変わったこと等を、ご報告させていただいたということでございます。 

議  長（糸井満雄） 谷口議員。 

１ ５ 番（谷口忠弘） それならもう１回確認しますけども、この２５日が最終的に判断のめどとなると

いうことは、最初から与謝郡福祉会の建設部会が２５日にやられるということは、ご存じだった

かどうかはちょっとわかりませんけども、この時期になるという判断が町長の中で情報として福

祉課の方から入っておられたのかどうか、その点についてもちょっとお伺いしたいなというよう

に思います。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） そのことについては全く入っておりません。いつに地域でされるとかいうことは

聞いておりませんでしたし、２１日の議会が済んだ後、聞かせていただきました。 
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議  長（糸井満雄） 谷口議員。 

１ ５ 番（谷口忠弘） そうならば仮の話をしても非常に恐縮なんですけども、与謝郡福祉会の建設部会

が２５日にたまたま開かれたのできょうのような結果になったと、こういうようなお話なんです

けども、これがもしもっとずれ込んで会期以外の日にちになっておれば、我々議員はてっきり与

謝町内で与謝郡福祉会がやられるという話以上のものは何もないわけですから、行政もその方向

でずっと進んでおると、こういう話でよかったんでしょうかね。そうですか、わかりました。 

質問を終わります。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） そのとおりでございます。それぞれの意思を聞かせていただいた上での長の判断

ということでございます。 

１ ５ 番（谷口忠弘） 終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） それでは質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

これより議案第８５号を採決します。 

本案について、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

よって、議案第８５号 平成１９年度与謝野町一般会計補正予算（第２号）は、原案のとおり

可決されました。 

次に、日程第２ 議案第８６号 平成１９年度与謝野町簡易水道特別会計補正予算（第２号）

を議題とします。 

本案については、既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） ありませんね。質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

これより議案第８６号を採決します。 

本案について、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 
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よって、議案第８６号 平成１９年度与謝野町簡易水道特別会計補正予算（第２号）は、原案

のとおり可決されました。 

次に、日程第３ 議案第８７号 平成１９年度与謝野町下水道特別会計補正予算（第１号）を

議題とします。 

本案についても、既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

これより議案第８７号を採決します。 

本案について、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

よって、議案第８７号 平成１９年度与謝野町下水道特別会計補正予算（第１号）は、原案の

とおり可決されました。 

次に、日程第４ 議案第８８号 平成１９年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第２号）

を議題とします。 

本案についても、既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） それでは介護保険特別会計につきまして、１、２点教えていただきたいと思って

おります。 

ページは１２、１３、高額の介護サービス費等、担当課から説明を受けておりますのは、いわ

ゆる低所得者の関係で、この補正が出されると、こういうふうに思うわけですが、今回

１，８００万円補正がされたということで、合計２，６８８万円になると思います。どうも理解

が私もしにくいのは、平成１７年１０月のサービスの利用分より、この制度ができたというよう

に認識しておるんですが、１８年度の実績を見ても、こんなにふえるんかなということが少し理

解ができにくい。対象者がふえたと、こういうことですけれども、月の１割の自己負担額という

のが、平均というのが大体どのぐらいの額ということですね。いわゆるそれが３万円なのか、

４万円なのかわかりませんけども、そこのところがまず最初に教えていただけないかなと、こう

いうふうに思っております。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。 

１３ページの高額介護サービス費の関係でございますけれども、これはご存じのように介護保

険法の改正がございまして、平成１７年１０月から自己負担限度額の見直しがございました。そ

れで自己負担限度額につきましても介護保険料の階層が１ランクふえたと、標準が１クランクふ
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えたと。そういったような見直しがございまして、それにあわせてこの限度額の見直しが行われ

たということでございます。 

まず、この高額介護サービス費につきましては利用者負担１割、これが幾らになるのか、それ

がそれぞれの階層ごとの自己負担限度額を幾ら超えておるかということで、給付をしていくとい

うことでございます。この申請につきましては、一度申請をしていただいたら、後は町の方から

この給付費を算定をいたしまして償還払いをしていくという、そういう制度になっております。 

したがいまして、１７年１０月の自己負担限度額等の見直しが行われた後、その処理がおくれ

ておったという町の方の責任もございまして、非常に多額のこういった補正をお願いするという

ことになったわけでございます。したがいまして、１９年度分の高額介護サービス費に限らず昨

年度の分も、この中に含まれておるということでご理解をいただきたいというように思います。 

ただ、平均的な金額については把握しておりませんので、お許しがいただきたいというように

思います。 

議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） 今課長から説明をいただきましたが、第１階層で、いわゆる自己負担の上限額は

１万５，０００円ということですから、これが例えば３万２，０００円を使ったというふうな家

庭になりますと、１万２，０００円が支給をされると、こういうことになろうかと思います。だ

から第３段階まで、それぞれのサービス費が支給されると、こういうことになるんですが、今お

聞きしますと、必ずしも１９年度ばかりではない。こういうことで一つ、これは理解をしたいと

思いますけれども、実際にこの自己負担額がどのぐらいかというのは、これは課長、わかりませ

んか。 

それぞれ例えば平均的に３万５，０００円になっているのか、あるいは４万円なのか、そこの

ところはわかります。課長が積算されとる金額は幾らですか。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。 

まず、この高額介護サービス費負担金につきましてはやはり施設入所者が、非常にこの給付を

受ける方が多いということでございます。したがいまして、居宅介護なんかですとサービス提供

を受ける限度額が決められておりますので、その範囲内でということでございます。 

それが自己負担額を超えた場合に給付するということになりますが、施設入所の場合は、その

施設で利用者負担といいますか、それを定めることができるということになっておりますので、

一概に幾らというような限度額は、定められていないということでございます。そういった中に

あって、自己負担限度額は定められておりますので、それが利用者負担がその額を超えますと、

給付をしていくということになります。したがいまして、この中では大体７割程度は施設入所者

が、この高額介護サービス費を占めておるということで、ご理解がいただきたいというように思

っております。 

したがいまして、この追加補正をお願いする根拠につきましては、今までの支出の見込みから

総額で算定をして、１，８００万円不足をするということで計上させておりますので、その中身

の個々の平均的なものについては、そこでは算定をしていないということでご理解をいただきた

いと思います。毎月の支払いの額で、判断をさせていただいたということでございます。 
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議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） 少しまだすっきりしませんところがありますけれども、一応組み立てはわかりま

した。 

もう１点質問をいたしますのは、このリース料、包括的支援事業の４万８，０００円という補

正が出ている分けですが、これの根拠はどういうことになっておりますか。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。 

システムリース料４万８，０００円の追加補正でございますけれども、これは地域包括支援セ

ンターが管理システムということで、電算を導入をいたしております。それの機能の改善が必要

になったということでございまして、その改善を行うに当たりまして、このリース料が４万

８，０００円増額になったということでございます。 

たしか地域包括支援センターでは、１１台か１２台の電算を導入をしておりまして、この地域

包括支援センターだけでなく、いろんな事業所にもそれを貸与するような格好でお互いが連携を

とって、このシステムを使いながら連携を図っていくというようなことにしておりますので、そ

れに今回、改善を要することになったということでございます。 

議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） 私はこの４万８，０００円がどうということじゃなしに、４万８，０００円と、

えらい細かいなということが一つと、それからこのリース料も前年度に比べたら、そういういろ

んな理由があるかわかりませんが、かなりふえてるわけですね。どうもこの辺について、やっぱ

りしっかりと見てもらう必要があるんでないかなと、こういうふうにお願いをしておきたいと思

っております。今の段階で、この４万８，０００円という数字が、一体どこから出てくるのかと

いうことにちょっと迷いましたので、お尋ねをしたということでございます。 

特に、課長の方から何かあれば、なければこれで。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。 

例えばこの地域包括支援センターの管理システムにつきましても、もう既に導入しております

と。そこの業者の料金の方は、まけてもらうべく努力はしておるんですが、ある程度改修費につ

きましては、これだけ必要だというものを、やはり支出をしていかなければならないというよう

な立場もございますので、なるべくそういったことにつながっていかないようには、努力をして

まいりたいというように思っておりますが、そういうことでご理解いただきたいと思います。 

１ １ 番（勢籏 毅） 終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 
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これより議案第８８号を採決します。 

本案について、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

よって、議案第８８号 平成１９年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、原案

のとおり可決されました。 

次に、日程第５ 議案第８９号 平成１９年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）を議題とします。 

本案についても、既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

これより議案第８９号を採決します。 

本案について、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

よって、議案第８９号 平成１９年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、

原案のとおり可決されました。 

議  長（糸井満雄） ここで休憩をしたいと思います。 

４５分まで休憩をいたします。 

（休憩 午前１０時３１分） 

（再開 午前１０時４５分） 

議  長（糸井満雄） それでは休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

次に、日程第６ 議案第９０号 平成１８年度与謝野町一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題とします。 

本案についても、既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

質疑の方法は申し合わせいたしておりますように、１回の質疑は１５分以内で３回まで質疑が

できることになっております。質疑に当たっての区分は設けておりませんので、歳入歳出全般に

行っていただきたいと思います。 

それでは質疑を行いたいと思います。 

森本議員。 

１ ４ 番（森本敏軌） それでは１８年度決算について、お尋ねがいたしたいというふうに思います。 

総括的な面から、まず初めに町長から、お伺いがいたしたいというふうに思います。 

昨年の９月の決算議会は、旧町単位の決算審議であったというふうに思うんですが、１８年度
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の決算は、合併して初年度の通年にわたります予算執行に対する決算審議だというふうに思って

おりまして、この予算の内容を見てみますと、実質収支が１億７，６５８万円の黒字となってお

りますし、財政力の指数は３カ年平均で０．３１６と前年を上回ってきております。 

また、財政の弾力性を示す経常収支比率におきましても、９３．９ポイントと２．１ポイント

ほど下がって、よくなっているというわけでありますけれども、これは言われておりますように

八十数％が適当な数字だというふうに言われておりまして、行政改革大綱の中間答申にもありま

したように、９０％以下に抑えるというふうなことが言われておりまして、大変まだまだ厳しい

数字だなというふうに認識をいたしております。 

決算意見書の指摘にもありますように、経常一般財源の減税補てん債の１，４９０万円、また、

臨時財政対策債の４億５，３００万円が、これは加わったものでありまして、これがなかったら

１００．６％になるというふうに、大変厳しい内容ではなかったかなというふうに思っておりま

す。 

１８年度の６月の予算議会で、私は一般質問をいたしたわけでありますけれども、そのときに

行財政基盤の強化と合併効果の波及についてお尋ねをいたしました。町長は答弁で、財政調整基

金からの繰り入れはなくて済んだと。これは普通交付税の合併補正による増加と、特別交付税の

包括支援措置の増加によることで、基本的に合併したけれども財政基盤が強化されたことではな

いというふうな答弁があったと記憶いたしております。 

合併して効果の出ている面もあるわけでありますけれども、決算意見書の指摘にもありますよ

うに、合併効果が余り上がっていないというふうなことかありますし、厳しい状況であるという

ふうに認識をいたしております。合併支援措置も数年で打ち切られるということになりますけれ

ども、徴税収入は３割自治ということがありますけれども、３割にほど遠く１７億３，０００万

円の１６．１％しかないという状況でありますし、国も景気はいいということで、税収もふえて

るわけでありますけれども、多くの長期債務を抱えて非常に惨憺たる状況で厳しい状況でありま

すし、地方交付税も非常に厳しい方向というふうに認識をいたします。 

３町が合併いたしましたのは、旧町いずれも財政基盤が弱く、効率・効果的な行財政運営で、

財政基盤の図れるということがあったというふうに思っております。太田町長も多くのマニフェ

ストを掲げられまして、新町のまちづくり、福祉また教育、産業基盤の確立など、非常に多くの

面でかじ取りにご努力をいただいているところでありますけれども、以上の観点から、１８年度

の合併初年度の決算を合併効果の面から、また、財政基盤の強化の面から、どのように分析をさ

れているのか、まず初めに１点、お尋ねがしておきたいというふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） この１８年度決算におきましてはご指摘のとおり、るる数値的にもおっしゃると

おりでございます。非常に１８年度につきましては合併した初年度でもあり、いろいろな違い、

各旧町の違いがありまして、それらをなかなか整理しきれてないままに、調整したというような

段階でありました。いろんな組織、あるいはものの考え方、進め方、旧町それぞれやはり歴史が

あって違いがありますけれども、何とか一定のテーブルに着いて、少しずつですが論議をする中

で、今回の１８年度につきましては、とりあえずの合算の中での決算ということになったかとい

うふうに思っております。 
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そういう意味ではもう少し数値的にも、これは甘い考え方かもわかりませんが、合併してすぐ

ですので効果が出てこない。そういう中で、もっと悪い数値か出るんではないかというふうに思

いましたけれども、まあある意味、常識的なところでおさまったかなというふうに思っておりま

す。 

しかし、今後の財政状況を見てみますと、とてもこんなことでは済まない。昨日も行政改革大

綱の答申を受けました。その中でも大変厳しい、また数値的にも高いハードルが掲げてあります。

これがなし得るかなと思えるような目標でございますけれども、やはりそうしたところまで到達

するんだという強い意思を持った中で、いろんな事業を精査をしていかなければならないのでは

ないかというふうに考えております。 

その精査をしていくためには、やはり今まで当たり前であったそうした住民サービスについて

も、切っていかざるを得ない状況がありますけれども、それらについてもお互いの住民の方たち

の意見を聞く中で、どれを精査し、そしてどれを新たに積み上げていくかというふうな、スクラ

ップ・アンド・ビルドというそういう形で、めり張りのついた今後の予算も考えていかなければ

ならないんではないかというふうに思っております。 

今回の１８年度につきましては、まずは３町の隔たりを、できるだけ早く一体感の持てるよう

な形に進めていきたいということを基本に置きましたので、財政的な面については割合緩やかな

ところがあったかというふうに思います。それらも含めて、今後の反省として予算の執行に努め

ていきたいというふうに考えております。 

議  長（糸井満雄） 森本議員。 

１ ４ 番（森本敏軌） それともう１点、町長にお伺いをしておきます。 

今の答弁にもありましたように、特に町の一体感という点で、いろんな面で努力をしてきたと

いうふうにおっしゃっていただきました。 

確かに合併をして、それぞれ旧町に歴史とか、またいろんな文化があったり、いろんな慣習が

あったり、いろいろと差があったわけでありますけれども、これを１年で何とかしようなんてい

うことは、とてもできない無理な話でありまして、いろんな段階を通じて一体感の醸成を図って

きていただいているというふうに思うわけですけれども、この点で、やっぱり町長も町政懇談会

に２４区出られて、いろんな意見を聴されまして、これを反映されて一体感の醸成、また均衡あ

るまちづくりに努力されると思うんですけれども、この一体感の均衡あるまちづくりについて、

この決算を踏まえてどういった分析をされているのか、その点お尋ねがしておきたいというふう

に思います。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 非常に難しい問題ではありますし、そのことによってどれだけ効果が上がったか、

あるいはどれだけの反省点があるかということについては、もう少しこの決算の論議の中でも、

私自身の気のつかないところを、議員の皆さん方からの指摘等もあるかというふうに思いますが、

基本的には先ほど申し上げましように１年や２年、そんな状況の中で、なかなか統一した形には

ならないというふうに思います。ただ、考え方は、やはり統一した形で、やり方についてはそれ

ぞれの地域のやり方があるでしょうし、やはりそうしたところの整理を、まずする必要があるん

ではないかなというふうに思っております。 
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それをじゃあ具体的に、どういう形であらわしていくかということについては、例えばいろん

な地域への交付金、あるいはそういう補助金なんかについても、一定の考え方というものは同一

の考え方にもっていく必要があるかと思いますし、それらについての運用や、あるいは使い方、

あるいはやり方については、それぞれの地域だとか団体での独自のやり方でやっていくというこ

とが、非常に重要ではないかというふうに思います。 

そういう意味では、住民の方が望んでおられる１００％には、これはなかなかなりがたい。や

はりその中で、この部分についてはご辛抱いただきたいという点もあるでしょうし、お互いがそ

うした財源をもとに、どれだけ効果が上がるかということは、これは行政だけではなしに住民の

皆さんも、あるいは議会も、すべての方がそういった視点で物事を考えていくということを、や

はり知って、理解していただくことが、まず大事ではないかなというふうに考えております。 

そういうことで、非常に抽象的な言い方になりましたけれども、そういう考え方で進めていく

ことの積み重ねが一定の方向を、財政的にもある程度の絞りができてくるんではないかなと思い

ます。 

むだであるか、むだでないか、それはもう非常に考え方によっていろいろとあるというふうに

思いますけれども、やはりそれぞれの立場で最大限の努力をしていくということを、また皆さん

と協議する中で積み上げていきたいというふうに考えております。 

議  長（糸井満雄） 森本議員。 

１ ４ 番（森本敏軌） その点で、ちょっと１点だけ改めてお尋ねするんですが、この議会でもいろいろ

と意見がある中で、例えば春先の溝掃除の件で、岩滝、野田川、旧加悦町で非常に違いがあって、

岩滝はほとんど行政でやられておったと。それから野田川はほとんど自分たちでやられたと、旧

加悦町は一部行政がかかわったというふうなことで、岩滝の皆さんにすれば、非常に不満があっ

たというふうなことも議会でもあったと思うんですが、そういった点も含めまして、岩滝の住民

の皆さんは非常にサービスが低下したと、お怒りで非常にそういう意見があるというふうな状況

を聞くんですが、町長自体全体を見ていただいて、どういう感じを受けておられるか。２４区、

町政懇談会でも回られた中で、どういったお気持ちを持たれておるのか、その点をちょっとお尋

ねします。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） ２４区回らしていただいて、それぞれいいこともあったし、マイナスのこともあ

ったし、いろいろだと思うんです。 

ですから三つの町を見比べて、このやり方でいこうだとか、こうだとかいう、そういう決め方

はもう通用しないというふうに思ってます。新しい町の与謝野町として、どういう考え方でいく

か、どういうやり方でいくかということを論議する必要があろうかと思います。そのことによっ

て、非常に昔に比べたらというのは出てくるかもわかりませんけれども、新しい町の与謝野町と

して、どういうやり方をやっていくかという、一度もうやはりリセットした中で積み上げていく

という考え方をもっていかなければ、いつまでたっても隣はどうだこうだということが起こって

くるかと思います。 

ですから我々もですし、住民の皆さんも、やはり新しい町になったその中で、どういうやり方

をやっていくかという、そういう提言なり苦言もあるかもわかりませんけど、そういうものの考
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え方で進めていくことが大事だというふうに考えております。 

議  長（糸井満雄） 森本議員。 

１ ４ 番（森本敏軌） 今年度の決算を踏まえて、やっぱり町長がいつもおっしゃいますように、持続可

能な与謝野町として、そのためにもやっぱり行政改革大綱の中間答申にもありましたように、非

常に５年間で２０億円削減せんならんというような状況もありますので、町長も先ほどもこれを

踏まえてというふうなこともおっしゃいましたけれども、やっぱり大盤振る舞いなんてできるわ

けなんですので、その点は町民の皆さんに理解をいただくということが、一番大事であろうとい

うふうに思いますし、その中で自助・共助・公助のそうした協働のまちづくりができるんだろう

というふうに思いますし、そういった点、今後も一生懸命取り組んでいただくことを申し述べて

おきたいというふうに思います。 

それでは次に、企画財政課長にお尋ねしたいというふうに思います。 

地方交付税についてお尋ねがいたしたいというふうに思います。 

当初予算では、普通交付税が３９億６，８００万円、特別交付税が７億１，３５４万円、決算

では普通交付税が４０億７，５２４万円、１億７２４万円の増。それから特別交付税では５億

８，３８０万円ということで、１億２，９７４万円の減というふうになっておるわけであります

けれども、この地方交付税におきましては合併した当時、国の財政特別措置ということで、合併

から１０年間は毎年旧町単位で算定して、積み上げた額を下回らないように普通交付税が交付さ

れるということでありますけれども、１８年度、この与謝野町でそういった交付税の算定、積み

上げがされているのかどうかということを、まず１点お尋ねがいたしたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。 

普通交付税につきましては４０億７，５２３万８，０００円の決算額だということでございま

す。これにつきましては、平成１８年度から、この交付税がスタートいたしますので、１８年度

の計算で、いわゆる合併しなかった場合の交付税は幾らだということをはじきます。いわゆる旧

町ごとにはじくわけですね。だからその額は保障されておるということでございますけれども、

前年度の交付税の額と比べれば、これは減っとるということでございます。 

それはなぜかと言うと、年々交付税の総額というのは減額になってますので、その１８年度で

合併しなかった場合の交付税は保障されても、前年の３町合わせた分と比べたら減額になってお

ると、こういう状況でございます。 

議  長（糸井満雄） 森本議員。 

１ ４ 番（森本敏軌） わかりました。 

それから合併支援ということで、合併条項の臨時経費に対する措置として５年間で２億

８，０００万円、年間５，６００万円という合併臨時経費に対する支援措置がありまして、行政

の一本化でありますとか行政水準、住民負担水準の格差是正に要する経費に充てられるというこ

とでありますけども、この辺の臨時経費に対する普通交付税の措置についてはどのような状況で

あったか。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） 普通交付税措置の中で、そういったものも算定いたしておりますけれども、
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交付税の総額が減っておるわけでございますので、その分だけふえるということにはならないと

いうことでございます。 

それからもう１つは、合併３年間みてくれまず包括支援措置ということで特別交付税ですね、

初年度３億円、２年度２億円、３年目で１億円程度ということでございます。 

普通考えますと、今まで３町で５億円もらっとったと。そしたら３億円ふえて８億円になるん

かいなと、こう思うんですけれども、ところはそうはいかなかったと。いわゆる特別交付税とい

うものはルール分と、それから特殊事情分で算定されると。ルール分だけは見ますよと。今まで

特殊事情だということでそれは見ませんと、ルール分プラス３億円ですよということですから、

当初、７億円程度見とったんですけれども、それを１億何ぼ減らして修正をしたと、こういう状

況でございます。 

議  長（糸井満雄） 森本議員。 

１ ４ 番（森本敏軌） 今から課長の方から答弁あったように、特別支援措置の分でもこれだけ交付税で

したげますよというような状況なんですが、いろんな面で一般財源化も含めて、例えば辺地債な

どの優良な起債あたりでも、７０％交付税措置がされるというふうなことであるんですけども、

これらのことがきちっと整理されて、今年度の決算について、この普通交付税について、これは

この分ですよ、あの分ですよという整理がされて、特に辺地債の７０％の交付税あたりは算入さ

れているのかどうか、その点だけお尋ねしておきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） 辺地債ですとか、そういう交付税算入のある起債につきましては、ルールど

おり算入はされております。されておるんですけれども、先ほどから何遍も申しますけども、交

付税の総額は小さくなるわけですね。だからその７割は７割でみるんですけども、じゃあ７割み

てしまったら、今度、今まで経常だ、投資だというふうにしてもらっておる枠は全国的に減って

きますわね。ですから見られてはおるんですけども、その分、交付税の枠は狭まってきておりま

すので、通常もらう経常だとか投資、そういった額が年々減少してきていると、こういう状況で

ございます。 

議  長（糸井満雄） 森本議員。 

１ ４ 番（森本敏軌） そういう総額できてるということで、私はもう完全にきちっと整理されて、この

分はこの分ですよというふうに思っておったわけですが、非常に残念だなというふうに感じてお

ります。 

それからもう１点、合併特例債について、お尋ねがいたしたいというふうに思います。 

この総務委員会の資料にあるんですが、与謝野町の発行可能額ですね、地域振興分で１６億

７，２００万円、その他の事業分で１１７億６，７３０万円ということであるんですが、この特

例債につきましては、ことしも１８本ほど計上されておりまして、現年執行分で４億

４，８２０万円、それから繰越分が９，６６０万円ということになっておるわけでありますけど

も、この合併特例債につきましては９５％事業に対してありまして、７０％の交付税措置がある

ということでありまして、ちょっとお尋ねするんですが、これ仮に事業分で全額を借りますと、

９４億円ほどは交付税算入がされて、あと４０億円ほどは一般財源で持って出んならんという認

識でよろしいでしょうか。 
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議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） 与謝野町の合併特例債の発行可能額でございますけども、これは地域振興基

金を除きまして、いわゆる通常事業に当たる分だけでいきますと１１７億６，７００万円でござ

います。これだけ発行いたしますと、その中の７０％ですね、交付税算入になるということでご

ざいますから、そういうことでございます。 

ございますが、先ほどから申し上げてることと同じようでございまして、交付税の総額そのも

のがふえないという中で、これらの元利償還金というものは確かに算入されるだろう。しかし、

全国的にこの償還金が膨らんでくるわけですね。膨らんでくると、残った額はだんだん少なくな

ってくると。だんだん少なくなってくる通常の生活費ですね、その部分から、なおかつまた３割

持って出んならんと。こういうことになってきますので、これは今後協議して決めることという

ふうに思いますけども、全額借りるとか何とかということについては、十分な議論が必要だろう

というふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 森本議員。 

１ ４ 番（森本敏軌） この特例債については町長は私の質問に対して、厳選してめり張りのついた、や

っぱり必要な部分について、全額を使わなくてもよいというふうな考えを聞かせていただいたん

ですけども、やっぱり現在でもそういう認識でよろしいでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） そういうつもりでございます。 

議  長（糸井満雄） 森本議員。 

１ ４ 番（森本敏軌） そういうことで、これも借金ですので、先ほどいいましたように７０％しか交付

税はありませんし、３０％は一般財源でもっていかんならんと。まして今課長がおっしゃいまし

たように、まともにそれが入ってくるかどうかわからないというふうな状況でありますので、や

っぱり特例債というのは見きわめて、しっかりと計画的に、本当に必要な部分に充てていただき

たいなというふうに思っております。 

それでは、次に総務課になりますか、財産管理費についてお尋ねがいたしたいと思います。 

もう時間がありませんので、手短に質問しますけれども、３庁舎の管理につきまして、かなり

の額が執行されております。本庁舎で１，１５７万２，０００円、加悦庁舎で１，８９７万円、

それから野田川庁舎で９３５万３，０００円というふうに大変賃金、委託料、需用費など差異が

大変大きいものがあるというふうに思うんですが、どういうふうにこの差異については分析をさ

れているのか、お尋ねがしておきたいというふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 大下総務課長。 

総務課長（大下 修） それぞれの庁舎の管理費につきましては、先ほど来、町長が申し上げてますよう

に、１８年度予算につきましては、前年の旧町を基本として計上をさせていただきました。 

それで１９年度につきましては、それぞれ統一といいますか、同じような部分、仮にエレベー

ターならエレベーターの保守というような部分がありますので、それは統一して一つの業者に依

頼して、安くするとかいうふうなことを検討して実際やっとるわけですけれども、この１８年度

の決算につきましては今申し上げましたような、それぞれの従来からの方法で計上をさせていた

だいております。 
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それで、その中でも執行段階で統一できるようなものについては統一をしておりますし、でき

るだけ経費を少なくするような努力はさせてもらっております。 

議  長（糸井満雄） 森本議員。 

１ ４ 番（森本敏軌） 先ほど有吉議員の中にもありましたように、非常に３庁舎分かれてということで、

非常に不効率な点もありますし、そういった連絡的なこともあると思うんですが、町長は総合庁

舎は建てないというふうな状況も聞かせていただいとるんですが、やっぱりこれは決算意見書に

ありますように、何とかこれは改善していく方策がいるんじゃないかなというふうに思っており

まして、改めて町長のご認識をお伺いしておきたいというふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 今までにも申し上げてますように、やはりできるだけ庁舎にかかる経費を絞って

いくことも、これは大事なことでございますので、できるだけ三つあるものを二つ、二つあるの

を将来的には一つという形にもっていくべきであろうというふうに思いますし、そういう方向で

考えていきたいと思います。 

先ほど総務課長の方も申し上げましたように、３庁舎がありますので、それぞれが対応してた

分につきましては、１８年度ではなかなか整理はできておりませんけれども、１９年度において

はそれらもできるだけ統一して入札を行うとか、あるいは経費を、１業者で備品等の購入につい

てもそういうふうな方向で進めておりますので、すぐにはなかなか縮小ということは難しいかと

いうふうに思いますが、なるべくそうした計画性を持った中で考えてまいりたいというふうに思

っております。 

１ ４ 番（森本敏軌） 終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに。 

伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） それでは昨年度の一般会計決算に対する第１回目の質疑を行いたいと思っていま

す。 

今回の決算はご存じのように合併直後ということで、合併協議会の合意に基づいて基本的には

諸施策が執行された決算だというふうに思っています。また、町長自身が住民の声を聞くという

立場で町政懇談会を全地区で精力的に行い、同時に旧町から引き継いできた不況対策としての

１，５００万円の借換融資や、中学校までの医療の無料化、全世帯を対象にした無料健診など積

極的な施策を進め、町民の期待にこたえ暮らしを支えてきたものだと考えています。 

また、昨年の決算の性格は、旧３町の独自の歴史と、それぞれ異なる個性のあるまちづくりを

進めてきた、旧３町が合併した直後の決算であり、その旧町の違いなどを調整していく第一歩の

過程であったと私自身は認識をしております。 

旧町はおのおの長い歴史と、その町の個性や特色、この違いから行政の蓄積の中で理事者はも

ちろん職員気質も、また議会も少なくない違いがあります。これらすべてを数年間で新町に統一、

もしくは一本化させる、こういうことは到底できないと私自身は考えています。旧町の個性や特

徴、よいところですね、これを守りながら生かすことが合併協議でも論議されてきたところです。 

ですから、その調整作業の過程は、行政課題だけでなく住民の皆さんの認識といいますか、新

しいまちづくりへの合意形成が大変重要であり、今後もかなりの手間と時間、いわゆる年月がか
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かると私自身は考えています。その意味であせらず、だからといって課題を放置せず、これから

新しい与謝野町を住民みんなでつくろうという視点をしっかり持って、前向きに取り組んでいた

だきたいと思っています。その意味で、今回の決算は合併後の調整過程の第１年目という、こう

いうことですので、そういう角度も考慮に入れて質問したいと考えています。 

もう１つの角度は、住民からの声や意見に基づき、より一層施策の充実、工夫、改善がいる、

こういうふうに考えられる主な点について、私ども議員団も分担をしながら質問します。 

まず初めに、２５４ページになりますが、災害対策費の関係で質問します。これはいわゆる俗

に言われています災害に強いまちづくりの問題についてです。 

ご存じのように、旧加悦町では合併直前に、２３号台風で甚大な被害を受け死者まで出したわ

けですが、この教訓を生かす意味でも、災害に強いまちづくりを新町の大きな柱としてまいりま

した。この１年、どういう取り組みをしてきたのか、まず初めに伺いたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 大下総務課長。 

総務課長（大下 修） 決算書の２５５ページからの件でございます。災害対策の件でございます。 

合併後、どういう取り組みをしてきたかということでございますけれども、それぞれ旧町時代

には、それぞれの町で防災計画というものを持っておりました。それで新町になりまして最初に

取り組みましたのが、災害時の職員の初動マニュアルから、それから与謝野町全体の防災計画の

策定に着手をいたしております。それが２５５ページの一番下の欄にあります地域防災計画の策

定事業でございまして、同時にその次のページにもあります防災マップも作成をいたしまして、

全戸配布をさせていただいたものでございます。 

それから、その資材等につきましても、これは旧町、どこの町でも備蓄をされておりましたの

で、備蓄物資の購入、それから災害対策費では各区に希望をお聞きまして、梅雨の前の時期に土

のう、それから山土等の配布も行っておりますし、今おっしゃいましたように自治消防隊がある

わけですけれども、それの貸与品がいろいろございました。それでヘルメットやウインドブレー

カー等の貸与も行っておりますし、自治会さんには昨年９月の台風シーズン前に、いわゆる新町

になってからの自治会と町との連絡体制というふうなものも、全体区長会の中でお話をさせてい

ただき、取り組んできたものでございますけれども、これにつきましては今後も引き続き自治会

等との連絡を密にし、取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 決算書に大体今の事業については出てるわけですが、非常に大事な点は、私は今

の答弁を聞いててもそうなんですけれども、いわゆるソフトの部分ですね。後でもちょっと質問

したいと思っているんですが、地域住民の中で災害対策ですね、いわゆる防災対策も含めたそう

いうマインドといいますか全体の意思が、どういう形で構築されてくるのかということは、非常

に大事な問題だと思うんですね。そういった点での取り組みは、どうだったのかという点をお伺

いしたいと思っております。 

議  長（糸井満雄） 大下総務課長。 

総務課長（大下 修） 先ほども申し上げましたように、合併初年度ということで、いろんな各地域のや

り方といいますか、方法があったわけですけれども、先ほども申し上げましたように地域防災計

画を初めてつくらせていただきました。 
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それで、その中の理念の一番目に、減災するための備えを一層充実して、その実践を促進する

町民運動を展開し、災害に強い地域づくりに努めるということで、一番目にソフトをもってきま

して、２番目に防災施設、それから設備等のハードをもってきとるということで、今、伊藤議員

がおっしゃいましたソフトを重要視する考えは、町としても同様でございまして、防災計画をも

とに今後実践に移っていきたいということでございまして、昨年、それを即実践したかというこ

とになりますと、まだこの地域防災計画は３月末にできましたもんですから、そこまではいって

おりませんけれども、区長会等で暫定の連絡の体制等はお話をさせていただいたということでご

ざいます。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） それでは今のお話で、この問題は後でまたお伺いしたいというように思っていま

す。 

次の質問なんですが、これに関して旧町でもそうだったんですが、急傾斜地ですね。いわゆる

非常に危険な箇所が、旧町でもそうでしたし、新町でもかなりの数にのぼって、いわゆる急傾斜

地等々危険な場所というのが、数多くあるというふうに思っています。 

これについて昨年度の場合、具体的なアクションといいますか、対応はどういう計画で実施さ

れたのかという点を。できなかったらあれですが、また全体の取り組みを教えていただけたらと

思っています。 

議  長（糸井満雄） 大下総務課長。 

総務課長（大下 修） 急傾斜地の問題につきましては３月ですか、４月の初めに配布させていただきま

した防災マップでも数多くございまして、あれが即、危険、崩壊するというものではございませ

んけれども、予想される土砂災害があるということでお配りさせていただきました。 

それとは別に、昨年もことしもですけれども、防災パトロールというのを行っておりまして、

これは旧町どこでもやられてたと思うんですけれども、昨年は６月、梅雨の前に京都府の広域振

興局、それから警察、消防署、それから町の担当部局であります総務課、建設課、農林等々と一

緒に、各地域の急傾斜地といいますか、崩壊のおそれのある場所を点検といいますか、確認に行

っております。それはことしもしておりますし、それでその中で１カ所、旧岩滝町と旧野田川町

に境に急傾斜地があるわけですけれども、旧町の時代には、それぞれのカウントしましたので、

受益戸数が少ないということで京都府の方は、不採択の方向だったんですが、町が一緒になりま

して受益戸数がふえたものですから、前向きに検討するというふうな返答もいただいております

し、危険箇所につきましては、毎年確認をさせていただいております。 

一時的には京都府の事業ということでございますので、町の方は要望なり、それから豪雨時の

点検なりに、各地域振興課も含めまして確認に回らせていただいております。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 今のお話にあったように、府が基本的に危険箇所区域の対応はやっておられると

いうことなんですが、私は旧町のときからもそういう問題意識を持ってましてあれだったんです

が、全体として２００ぐらいになりますか、どのぐらいあるんかちょっとわかりませんけれども、

今、私は数字をつかんでませんが、かなりたくさんのやっぱり危険箇所を持ってるわけで、それ

を１つは長期的なビジョンで、どういう改修をしていくかということも、やはり一つはいるんで
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はないかと。それは計画どおりになかなかいきませんよ、次々と出てくるわけですから。しかし

一定のそういうプランを京都府と十分煮詰めた形で対応していくと、計画をもっていくというこ

とをしないと、いつまでたっても後回しというふうになるんではないかというように思っていま

す。これは要望として言っておきます。 

次の質問に移りたいと思っています。先日の補正予算でも指摘したいわゆる河川の維持管理費

についてですが、この間ちょっと調べてみますと、国のいわゆる２０００年度の予算では、国レ

ベルですよ、８，１４３億円の予算が組まれていました。「安心・安全」をスローガンにしてい

たわけで、その５年後といいますか０６年度では５，００７億円と約４割も削減をされました。

また、全国の地方自治体の積算でも５７％も削減されています。 

一方でご存じのように、近年の温暖化問題などで気象の変動は激しいものが起きています。集

中豪雨などの局地的な災害、こういう形であらわれているわけですが、私が言いたいのは、国も

地方も金がないからいうだけで、こういう対策費が削減されているいう点は、納得できないとい

うところです。 

本町もこの管理費について、確かに財政事情も大変なわけですが、私はやっぱりそういう点で

は、府にも十分そういった対応について煮詰めた対策がいるのではないかというふうに思ってい

るんですが、担当課としての今の思いをお聞かせ願えたらと思っています。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） 伊藤議員のご質問にお答えしたいと思います。 

先日にも補正予算の議論の中でもありました。河川維持管理にかかわります予算について、国

も府も減る傾向にあると。当然、財政上から言いましても減る傾向にある。 

災害については局地的に、全国的に頻繁に起こるようになってきとるということでありますの

で、その全体の河川の維持管理経費をどういう割り振りでやるかと、回していくかという議論に

ついては、この間の補正のときにも言いましたが、基本的には河川改修事業も促進していただき

たい。それから災害で３年ほど前に傷みました野田川についても、災害復旧事業を早期に実施し

てほしい。それから日々の集中豪雨に対応するために、河川内の浚渫もしてほしい。それから

日々、いわゆる堤防について草刈りの管理についても府にしてほしいと、早期にやってほしいと

いう要望は、それぞれの場面、それぞれの部分で強い要望をしているということは、もう間違い

ないわけでして、その予算の配分について、なかなかしんどい部分があるということで、要望が

１００％通るということにはなかなかならない。ただ、日々強い要望を、京都府に対して行って

いくということだろうというふうに思っております。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 先ほども出ておりました防災パトロールや、そうした河川の要望等もですけれど

も、防災パトロールの場合も、単に見るだけということではなしに、私も参加させていただいて

おりますけれども、毎年ある程度の危険箇所を絞った中で、その中でもランクづけをし、これは

京都府が即するべきもの、また町がかかわってするべきものというふうな、そういう中で区分け

をした中で、財政的には絞られてきているのかもわかりませんけれども、１８年度で見ました中

で、１９年度に取り組んでいただいているものもございますが、限られた予算ではありますけれ

ども、途切れることなく一番大事な部分については、京都府も力を入れてやっていただいている
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というふうには理解しております。 

ただ交付税と同じで、全部キャパが絞り込まれてきてますので、なかなか遅々と進まないとい

う場面もあるかと思いますけれども、河川改修等につきましても途切れることなく、上流へ向か

って進めていただいているということも事実でございます。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） この間、共産党も誤解もあって、公共事業はだめだだめだと言ってるのは、そう

ではなくて、こういう生活に密着した、生命にかかわるような災害については、これはしっかり

やっていくと。ここにこそ金をつぎ込むべきだと。むだ遣いはやめて、ここを言いたかったわけ

です。 

次の質問に移りたいと思っています。 

これと関連なんですが、私、あるレポートを読んでまして、これは消防団の関係なんです、今

防災にかかわる問題で。全国の地域の消防団ではいろんなあれがあるんですが、過疎化が進む、

この数年間、地域格差という問題が生まれてまして、こういうことの結果、団員の高齢者と、そ

れから数が足らないから集めるわけですね。それから団員の本当に大半、半数を超える場合もあ

るんですが、いわゆる近所にいない、よそに勤務をするというようなことが起きてまして、緊急

事態に対応できないということが各地で起きているんですね。その報告を見てますと、大変な事

態が進行しているということで、その中で書かれているんですが、本町ではこういう点で、今緊

急な対応という状況は、細かい数字は結構です、どういう感じになっているかという点を、でき

たら、わかればご答弁願えたらと思っています。 

議  長（糸井満雄） 大下総務課長。 

総務課長（大下 修） 消防団員でございますが、この１８年度決算時点では定員が３８３人で、実人員

が３６５人でございます。それで１８名の定員割れということになっておりますが、この数が即、

今申されたような、火災時に出動できないようなものかということではないというふうに思いま

す。 

それから、この団員の中には職員、いわゆる与謝野町の職員もおりまして、それが今、加悦の

分団の者が本庁舎におったり、野田川庁舎におるということで、その辺の組み合わせをうまくで

きないかというふうな検討も団の方でしていただいておりますし、今後の課題ではあると思いま

すけれども、消防団の方でその団員確保についても鋭意努力をされておりますし、それらのお手

伝いも、町の方としてもさせていただいとるということでございます。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 今申し上げましたように勤務地が例えば他町ですと、なかなか即応態勢に間に合

わないということで、先進地あたりでは数人で大きな消防車を動かして対応がなかなかできない、

地域の人に協力してもらうということまで起きる事態まで発生してるわけで、あすは我が身と思

って、こういう点での対応は十分検討していただきたいと、具体化していただきたいと思ってい

ます。 

それからもう１点は、答弁の中にありました町職員が、割合でいえばかなり多いんではないか

というふうに思っているんですが、旧加悦庁舎が２３号で災害を受けて、全部ではなかったです

が水浸きも起きましたですね。あのときの消防団の対応も非常に奮闘されたわけですが、実際は
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その動き方ですね、庁舎自身がそういうまひ状態になるわけですから、ここはなかなか町職員が

消防団であるというのは、決してふさわしいことではないというふうに思うんですね。その役割

が、役場として役割が十分発揮できるのかということがあるわけで、その点も含めて十分これは

対応を考えていただきたいというように思っています。 

次の質問に移りたいと思います。 

災害対策で欠かせないのは、私が非常に大事だと思っているのは、集落ごとの防災の体制づく

りが非常に重要だと考えているわけですが、これはいわゆる地域の中でのですよ。この点では具

体的に、今、防災計画の中で、町民的運動として取り組んでいくということはおっしゃったんで

すが、この点での具体化は、まだできてないかどうかという点をお伺いしたい。 

議  長（糸井満雄） 大下総務課長。 

総務課長（大下 修） 今のご質問の焦点が、ちょっとよくわからないんですけれども、旧町時代からい

わゆる自治消防隊というのは各地域にございまして、その活動の内容は若干地域の特性がありま

して、今までの歴史があって違うわけですけれども、それぞれ初期消火については従来どおり、

その自治消防隊の方に消防団が来るまではお世話になるような体制でございます。 

それで、その辺の統一についてもする必要があるのか、また、これまでどおり各地域ごとにそ

れぞれの特性を生かして、そういう自治消防隊は自治消防隊で活動していただいた方がいいのか、

それらを含め、また今後区長さん方とも相談をしながら、進めていきたいというふうに思ってお

りますけれども、今のところは旧町のとおりでございまして、旧加悦町さんでは小型ポンプも持

っておられるところがありますし、それはそのまま引き継いで自治消防隊でお世話になっとると

いうことでございます。統一したものにするべきかどうかについても、ちょっと判断が分かれて

おるということでございます。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 私が大事だと思うのは、例えば私が住んでるのは加悦区の中で住んでいるんです

が、ご存じのように２３号で直撃された町内ですよね、一番直撃された町内なんです、僕が住ん

でるところは大丈夫だったんですけども。私はここに住んでいる方なんかの意見を聞いてますと、

やっぱり何らかの形でしないかんというのが、大体共通した住民の皆さんの意識ですよ。 

ですから進んでるところは進んでる、それからやってるところは自主防災でやってるというの

ではなくて、具体的にやっぱりそういうことを提示しないと、私は組織というのはつくられてこ

ないと思うんですね、むしろ待ってるわけで。だからそういう点では、もちろん意見を住民の皆

さんも上げたらいいかもしれませんが、例えば例で言えば消火栓なんかの管理の問題があります

よね。この間もクリーン作戦の後に、消火栓の管理ということで点検がありました。何年かぶり

に油を使ってどうにか開けたんですけども、栓もさびてますから。そういう中で話が出たのは、

やっぱり何か訓練をせないかんでという声があるわけですね。 

時間がありませんけれども、私はそういう意味での指導といいますか、レクチャーといいます

か、そういう点はこうしなさいというよりも、大いにそこを完備させる必要があるんではないか

というように思っているんです。この点で、課長の考えをお聞かせ願いたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 大下総務課長。 

総務課長（大下 修） 先ほど来から申し上げてますように各地域で、やっぱり若干これまでの経過があ
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りまして温度差がございます。 

今、消火栓を例に出してお話をしていただいたんですけども、旧岩滝町では、これは毎年消火

栓の放水の訓練をしておりますし、消防団と一緒になって初期消火を自治会が初めて、その後、

消防団が到着してという実際の訓練もしております。 

私が申し上げましたのは、それはそれでこれまでどおりといいますか、それにいろんなパター

ンをつけてしていただいて、それを見習ってほかの地域も、そういうふうなことをしていただけ

ればいいんではないかと。今は押し並べて同じことをしなさいと言うんではなくて、旧加悦町さ

んでは旧加悦町のいいことがありますし、せんだって３月の防災訓練では、旧岩滝町では避難す

る住民さんがなかったんですけども、旧野田川さんや旧加悦町さんでは避難をしていただいたと

いうことなんで、その辺も旧岩滝町の区長さんは見ておられますので、そういうことを見ながら、

徐々にレベルアップをしていったらいいんではないかと。急に一つに並べてというのは、難しい

んじゃないかなというふうなお答えをさせていただいたということでございます。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） どっちにしても今は自助・公助・共助ということも出てましたが、時間かありま

せんからあれですけども、それは待ってるだけではだめだと思うんですね、行政も。具体的にい

ろんなことをもっと示す必要があると。あるべき姿はこんなもんだということは言えないと思う

んですが、私は町内の方から見てまして、やっぱりそこが大事なんではないかと、どういう取り

組みするかということが大事だと思います。 

時間がもう来ましたので、第１回目はこの程度にしたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 答弁はよろしいですか。 

太田町長の答弁がありますので。 

町  長（太田貴美） 今の伊藤議員さんの視点とはちょっと違うんですけれども、行政が待ってたらだ

めだ、地域にそういうことをという、それも一つ大事かと思いますけれども、ほとんどがそれぞ

れの自治区で、自分たちの地域からどういろんな災害から守っていったらいいかということを考

え、独自でそうしたシステムをつくったり、あるいはマップまでつくってやっておられるような

今状況でございます。 

ですから、もしそういう形で、自分たちみずからが自分たちの地域を守っていくんだという、

そういう視点に立てば、町ももちろんこういうやり方があるんだとかいうことはありますけれど

も、考え方としてはやっぱり地域のことは地域で考えて、みずからの地域のそういうシステムを

つくっていく、みずからがやっていくんだということがないと、これは何ぼ言いましても上から

言われるから動く、言われるからやるという、その辺の視点というか考え方の持ち方が違う。ま

た、それらをそういうことだということを知っていただく努力はする必要はあるかなというふう

に、今の質問をお聞きしてそういうふうに感じたんですけれども。 

これは当然、どっちがどう仕掛けていく、そんなことは関係なしに、それぞれの地域で当然や

っていかなきゃならない大事なことですので、またそれらのことについても先ほど言いましたよ

うに、おのおのの区長さん、あるいは区に働きかけて、行政の方にもやってまいりたいというふ

うには考えております。 

７  番（伊藤幸男） 第２質問でまた。 
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議  長（糸井満雄） ここで昼前、少しちょっと早いんですけれども、昼食休憩に入りたいと思います。

再開は１時３０分から行いますので、それまで昼食休憩に入りたいと思います。 

それから１時から総務常任委員会を開催されるということでございますので、委員の方は委員

会室の方にお集まり願いたいと思います。 

それでは昼食休憩に入ります。 

（休憩 午前１１時５０分） 

（再開 午後 １時３０分） 

議  長（糸井満雄） それでは休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

引き続き質疑を続けたいと思います。 

質疑はありませんか。 

勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） それでは不納欠損処分について、お尋ねしたいと思っております。 

この決算の参考資料を見ますと、１８年度の処分集計表が３ページに出ておるわけです。合計

でいいますと１，２５３万９，４９８円、これが不納欠損処分がされた。昨年の年末にもチーム

を組んで、職員の方々に徴収に当たっていただいたということで大きな成果というふうに聞いと

ったわけですが、１８年度でこういった不納欠損の処理をされたということについて、副町長に

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 堀口副町長。 

副町長（堀口卓也） お答えをいたします。 

１８年度の不納欠損処分ですが、総額で１，２５３万９，４９８円、いずれも事由のところに

ありますように、例えば徴税でありますと地方税法の規定によります執行停止後３年の期間満了

によります不納欠損、あるいは即時消滅。保育料以下につきましても、それぞれ時効の完成によ

るものであります。法の規定によりますものでありますので、時効、あるいは期間満了によって

不納欠損にすることにつきましては、仕方がないものというふうに考えております。 

議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） それでは一般会計でありますので、税務課長にお尋ねをしたいと思っております。 

この不納欠損処分、徴税の部分にかかるわけですけれども、この実施状況と申しますか、その

内訳はどういう格好になっておりますか。例えば生活困窮であるとか、行方不明であるとか、そ

ういうことがあろうかと思うんですが、この徴税で３９件の内訳、これについてお願いします。 

議  長（糸井満雄） 日高税務課長。 

税務課長（日高勝典） 勢籏議員さんのご質問にお答えいたします。 

執行停止にかかる部分につきましては３つほど要件がございまして、執行停止をする場合は財

産がない場合、それから生活を著しく困窮させるおそれがある場合、それから所在等、財産等不

明という３つの要件があります。 

そういう中で今回の部分につきましては、１番目に申し上げました財産がないという部分に該

当する方々を除いて、執行停止をさせた分を不納欠損させていただいております。 

議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） ちょっと執行停止の話は別にしまして、いわゆる時効の起算日から５年間納付に
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至らなかった、こういう場合に時効が完成をするということになっているわけですが、この中に

は即時消滅もあります、それから上には執行停止の関係もありますが、時効完成によって、この

中で執行停止にしたものは何件ありますか。 

議  長（糸井満雄） 日高税務課長。 

税務課長（日高勝典） 先ほども申し上げましたが、執行停止後３年間経過した分について、すべてが不

納欠損になっております。 

地方税法でいいます１８条関係は、時効についてはこの中に案件として、不納欠損させていた

だいた件数は入っておりませんので、その辺ちょっとご理解いただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） 今課長がおっしゃいましたように、言いますと執行停止要領というのが町では規

則の中にありますね、要領が。しかし、この不納欠損処分、それのいわゆる取扱要領というもの

はないんですけれども、これは私は定めておくことが必要ではないかと思いますが、そこは課長

はどう思われますか。 

議  長（糸井満雄） 日高税務課長。 

税務課長（日高勝典） 議員ご指摘のとおり規定というんですか、そういうのはございません。 

ケース・バイ・ケースによって執行停止、調査する期間等もございますし、それによって執行

停止をかけますので、２年かかって執行停止かける場合もありますし、２年半になる場合もあり

ますし、納税義務者の所在等いろんな分の確認作業をしますのでまちまちで、何年たったら執行

停止かけるだとかいう明確な基準いうんですか、内規はいるかもわかりませんが、そういう部分

については現在のところありませんし、検討していく材料として、一定の線を引く材料としては

必要かなというようには感じております。 

議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） 消滅時効は５年であるわけですが、当然そこではただ５年を待ってるということ

でなく、当然執行停止もありますし、それから時効中断をしなければならないというように私は

思うんですけど、時効中断の処理をされとるのはどれぐらいありますか、この中に。 

議  長（糸井満雄） 日高税務課長。 

税務課長（日高勝典） 執行停止と中断した場合には復活という形になりますので、不納欠損処分の対象

外になると、そういう意味でのご質問では。 

１ １ 番（勢籏 毅） 時効中断というのは差し押さえをかけるとか、交付要求をするとか、そういうこ

とを差すと思っているんですけど、ほかにあるかもわかりませんが、その辺の実情をちょっと聞

きたいんですけど、時効中断の処理をどうしているかと。 

議  長（糸井満雄） 時間かかりますか。 

勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） またこれはちょっときちっと調べて。 

例えば限られた中で、当然、執行停止をしとるのがあるでしょう、執行停止要領がありますか

ら。当然、時効中断をしなければならないと思うんですよ、そうせなひとりでに期日が来るとい

うことになりますから、それを実際どういうふうに今やっていらっしゃるのかということをお聞

きしたんで、これは担当者にまた聞いといてもらったらよろしいです。ひとつそういうことで、
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これは後からまたいただいたらいいです。 

それから課長、いわゆる家庭の事情で、一括になかなか納付できないと、こういう場合がある

わけですね、税金。その場合、いわゆる徴収猶予の措置というのを、当然とるということになる

と思うんですが、そういう実情はどのようになっていますか。 

議  長（糸井満雄） 日高税務課長。 

税務課長（日高勝典） 私が今のご質問の内容を把握できなかったら申しわけないですけれども、徴収猶

予といいますのが、今払えないけれども。 

１ １ 番（勢籏 毅） だからその期間が、納期がこの日なんだけれども、おたくの場合はもう少しここ

まで待ちますとか、こういう計画で何回かに分けて払います。そういう話はどういうふうにされ

てますかと。 

税務課長（日高勝典） 相談させていただきまして、その都度状況等を把握させていただいて、納めてい

ただくという方向で誓約書を書いていただいて処理はしております。 

議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） 課長、この間、私質問しましたね。いわゆる共同徴収になりまして、京都府との。

それでいわゆる延滞金がついたことを質問しましたね。今まで町はこの延滞金を、実質的には取

ってなかった、１４．５％、１４％を取ってなかったということですから、しかし納税者にはあ

の通知が来ますと、もうびっくりぐらいの額になってついてきとるわけですね。 

そういうことで、納期の関係とかこういったことが、非常に難しい時代に私はなると思うんで

すよ。ぜひしっかりと、そこのところの対応をしていただくようにお願いしたい。 

先ほどのは後ほどでよろしい、回答していただいたらよろしい。 

それから、一つ監査委員さんにお尋ねをします。 

今回、こういう格好で不納欠損処分の処理がかなり出たわけですが、私は今この不納欠損処分

の処理規定というものがないということを指摘をしたんです、執行停止の方はありますけど。こ

のことについて、監査委員さんはどう思っていますか。 

議  長（糸井満雄） 足立代表監査委員。 

代表監査委員（足立正人） 規定等の設置について、例えば活字になってそれが整っていなくても、内規

等で定まったものがあれば、それは制度として間違いではないというように考えておりますので、

きちっとした税務課の対応といいますか、取り扱いの姿勢等についてお尋ねいただいて、ただし

ていただいたらというように考えております。 

議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） 私は執行停止の要領があって、これだけの落とすいわゆる不納欠損処分の処理規

定というのが、私は必要ではないかなと思っておるんで、いずれ町当局に考えてもらおうと思い

ますけれども、ひとつよろしくお願いをしたいと思っています。 

それからもう１つ、これ教えていただきたいんですけど、この補足資料の中で、これは幼稚園

の使用料がございます。これはどこのご担当、教育委員会ですか幼稚園、この徴税等収入未済額

調べ、これの中に幼稚園の使用料というのがありますが、これはどこの担当ですか、このことで

１点お聞かせいただきたいんです。収入未済額２７万４，０００円ですね。 

議  長（糸井満雄） 答弁を求めます。 
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土田教育推進課長。 

教育推進課長（土田清司） ご質問にお答えします。 

幼稚園使用料の関係でございまして、２７万４，０００円については、岩滝幼稚園の使用料と

いうふうになっております。 

議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） この収入未済額と、ここに上がっているんですが、これはこれからの処理という

のは、どういう格好になりますか。ここのところを教えてください。 

議  長（糸井満雄） 土田教育推進課長。 

教育推進課長（土田清司） 収入未済額ということで、引き続き幼稚園の使用料について未納があるとい

うことで、請求をさせていただいてもらっている分でございます。 

以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） といいますと、これは最後には強制徴収と、そういうことになるっていうふうに

理解したらいいんでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 土田教育推進課長。 

教育推進課長（土田清司） 強制徴収と言うんですか、払っていただくという形になるかと思います。 

議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） 私はこれをなぜ申しますかと言いますと、学校教育法では小学校、中学校、高校

及び幼稚園とされる。ここにこういう規定が学校教育法にありますね。この公立の幼稚園の授業

料については公の施設の使用料として、これはもう構成をされているわけで、学校教育法に準じ

ますと、これを徴収する旨の規定は私はないと思っているんですよ。したがって、ここには書い

ておっても、そういう徴収というのはできないと、基本的に。そういうように私は思っています

けど、そこはどうですか。 

議  長（糸井満雄） 土田教育推進課長。 

教育推進課長（土田清司） ちょっとまだ学校教育法の部分について、私の方方は勉強不足で申しわけな

いんですが、幼稚園の保育料というんですか、その分については私どもは払っていただくという

考えでおります。 

議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） 保育園と幼稚園は根本的に違うということで、もともと国の方そのものが違うわ

けですから、このところについてはよく検討して、そういうことでいらん父兄にご心配やご迷惑

をかけることのないように、ひとつお願いをしたいと思います。 

それでは、また申しわけないんですが、税務課長さんにお尋ねをいたします。 

９７ページのプログラム設定委託料、決算書でございますけれども、これは１９年度の集合徴

収を廃止、税目別徴収に切りかえられた委託料と、こういうように解してよろしいですか。 

議  長（糸井満雄） 日高税務課長。 

税務課長（日高勝典） 勢籏議員ご質問の委託料のプログラムネットワーク設定委託料、これにつきまし

ては、集合徴収から単独徴収へ切りかえましたときのシステムの設定の委託料でございます。 

議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 
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１ １ 番（勢籏 毅） 税務課長、おたくは当時ご担当やなかったんで申しわけないんですけど、平成

１７年１０月の旧町時代に、従来の町村会のシステムＴＲＹ－Ｘ、これを加悦、野田川で使って

いました。そして岩滝町さんはケーケーシーのシステムということで、今度、昨年の合併からケ

ーケーシーのシステムに変更がされました。そのことで担当の税務課には大変なご苦労があった

というふうに聞いておりますけれども、その辺の経過について、課長はどのように聞いておりま

すか。 

議  長（糸井満雄） 日高税務課長。 

税務課長（日高勝典） 税務課だけでなくてシステムが変わるということで、すべての電算関係について

は、いろいろ大変だっただろうなというように思っております。 

議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） 私が申しておりますのは、システムが変わるということではなしに、システムは

変わったんですよね。そこから走ってみたらいろいろと問題が起きた。そこで税務課は大変なご

苦労をされたんではないかと、こういうことを私は言うとるんですけど、そこのとこはどうです

か。 

議  長（糸井満雄） 日高税務課長。 

税務課長（日高勝典） ご指摘のとおり、いろいろと不都合等発生いたしまして、その都度対応するとい

うこともございましたし、そういう部分では直接賦課していくという意味では、住民の皆様方に

いろんな面でご迷惑なり、お叱りを受けたところというふうに思っております。 

議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） 私も去年の段階では総務委員会に所属しておりまして、総務委員会でお聞きをし

たときには大きく分けて三つの問題があったと、こういうふうに聞いたような気がするんです。 

第１には、移行データに誤りがあった。それから二つ目には、過誤調整がうまくいかなかった。

いわゆる消し込みが十分でなかった。こういう三つの部分に問題が起きたように聞いておったわ

けですが、そういう私の理解でよろしかったんでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 日高税務課長。 

税務課長（日高勝典） 勢籏議員さんご指摘のとおりデータの移行だとか、そういう部分で不都合が多く

あったという部分でございます。 

議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） それでは保健課長にお尋ねします。 

この関係で、いわゆる国保のサイドを含めて、とりわけ国保については１６年のあの災害の関

係も含めて、いろいろと数字が異なったということで、納税者の方にいろいろと謝罪に行かれた

と、そういうふうに聞いておりますが、担当課としては、どのぐらいほどの時間をこれに割かれ

たと、こういうふうに思っておられますか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） この災害による減額措置、すなわち損失繰越の関係が、災害が起こった次年度に

ついてはスカッといったんですけども、もう１年度後、３年間の損失繰越ができますので、その

２年目についてが、ちょっと不具合が発生したということであります。 

これの処理につきましては、税務の方ですべて行っていただいておりますので、保健課として
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は、特に大きな時間を費やしてはおりませんけれども、当然私どもの国保税のことでありますの

で、この修正なり誤りについての報告につきましては、税務課の職員と同伴しまして説明なり、

おわびにお伺いしたというような時間が、若干いただいたということでございます。 

議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） 当初、ケーケーシーのトピックスネオが安いということで、このシステムになっ

たわけでございます。そして最終的には、合併前に聞いておりました金額よりも約４，０００万

円安く、これのシステムの支払いが書かれとるということでは、私はいいと思うんですが、町の

側にも電算システムをある程度、後からこれはどんどん手直しをしていくんだと、こういうふう

な部分があったかと思いますけれども、しかしながら、それまでにはやはり各町とも大体の完成

の域に達しておりましたので、そこよりも言うたら仕事の質が落ちると。そういったことでは非

常に困ることかできたんではないかなという気がしとるんですが。 

企画財政課長が電算の関係の担当になろうかと思いますけれども、このことについて、これが

起きましてから会社とは、どういうふうな対応を課長の方はしていかれたか。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） お答えいたします。 

ＴＲＹ－Ｘにするか、それからケーケーシーにするかいろいろと議論をして、結局結論が出ず

に、最終的には町長での判断にお任せしたということでございます。そこの中でケーケーシーを

採用したと。 

私は会社の人にはいつも申し上げておりますのは、注目されますよと、議会も、いわゆる例え

ば１円入札とかそういうのがありますね。ですからそれを取っといて、後でようけもうけようと

するん違うかという疑いをかけられておりますので、それはしっかり、きっちり安くやってくだ

さいということを申し上げております。 

議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） 次に、福祉課長さんの担当になりますかな。 

現在、民生委員さんが交代になっておりますね。そういうことで、地域でそれぞれ大変なご苦

労をいただいておるということを聞いております。中でも、民生委員さんの重要な仕事の部分で

の生活保護の関係が、町自体は直接的には変わりはないというわけでございますが、この生活保

護をめぐりまして、巷間いろいろと今全国の中でも、最後のセーフティーネットになってないん

ではないかと、そういった議論もあるわけでございますが、１７年度から生活保護が、いわゆる

母子家庭について３分の１ずつ母子加算が削られていると、こういう実態がありますね、このこ

とについて。また今年度からは、１５歳以下の子供を持たれる家庭に、そういう実態が起きてい

るわけで、これは国がそうなんと言えばそれまでなんですけど、そういう影響を受けている家庭

がどのぐらいほどあると。課長はどういう認識をされてますか。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。 

生活保護の関係につきましては、福祉事務所を設置しておりませんので、京都府の方で認定を

していただくということで、その窓口での対応といいますか、受け付けといいますか、そういっ

た部分については対応をさせていただいておるところでございます。 
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今議員さんおっしゃいましたように、国の方が生活保障そのものを削っていく中に、この生活

保護の給付の関係も含まれておりまして、そういった部分については、やはりだんだんと給付自

体が削減をされていくというような状況になっております。 

ただ、先ほども申し上げましたように、実質京都府の方から、町を通して給付をするというこ

とにはなっておりますが、そういった仲立ちの手続だけというようなことでございまして、もう

担当の方は十分そのあたりの内容については把握をしておりますが、私は町の直接の業務でない

ということもございまして、そこまでの把握ができてないのが現状でございます。 

議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） こういう減額の反面、いわゆる親が実際に就労しますと、月に１万円、あるいは

５，０００円ということが支給をされると、こういう今仕組みになっておるようでございます。 

ひとつ今の町内の実情を十分課長の方でも掌握をしていただいて、これらに迅速に対応をして

あげてほしいなと。それぞれの家庭は、こういったことは非常に深刻になっておるということで、

よろしくお願いをしたいと思います。 

それでは建設課長に、地籍調査の関係でございます。 

１８９ページです、１６２万４，６１０円。明石地区において実施ということで聞いておった

んですが、１８年度の実際の実施状況というのは、どういう作業がやられているのか。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） １９１ページになりますか、地籍調査事業の調査委託ということで、委託料を上

げさせていただいております。 

これにつきましては、地籍調査につきましては旧加悦地域では平成５年に香河地区からという

ことで、いわゆる桑飼村からということでスタートをしました。香河地区を２カ年、それから明

石地区を６年、それから温江地区を３年ということで、平成１５年までいわゆる現地で調査をす

る作業をしてまいりまして、１６年、１７年については、その調査を中断しております。 

１８年度の決算で上がっております調査委託につきましては、明石地域の調査を平成７年から

平成１２年まで６年間でやったわけですが、その調査の結果について、いわゆる公図との整合を

させるために内容のチェック、あるいは修正をし、一定のルールに基づいた旧公図との整合を持

たせるための作業をやらせていただいとる。それにつきまして調査委託ということで、８２万

３，２００円を上げさせていただいとるというところでございます。 

議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） この調査委託料の実際の委託しとる内容というのは、どういうことを。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） 具体的に細かいということでは、ちょっと把握しとらんのですけど、現実的には

空き地域を杭を打って測量して図面にしております。それと、いわゆる今ある現実の公図とをど

う整合させるかという内容のチェック等を委託しとるということで、ご了解をお願いしたいと思

います。 

議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） これまでもこの地籍調査については、私も再三要望をしてまいりました。 

今課長から話がありましたように、平成５年ですか、６年ですか、７年ですかにスタートして、
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加悦町の半分ぐらいいっとらんなんだですけれども、実態はこういうことなんで、特に香河地区

の話もございましたが、香河地区ではもうそのままになっておると、こういう認識をしておるん

ですけれども、桑飼だけでも終わりたいというふうに聞いとったんですけど、この辺の見通しは、

課長、どうですか。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） 当初、平成５年で旧加悦１０区を３０年程度でという計画でスタートしたという

ふうに思うんですが、現実的にはなかなか、１区５年、６年かかるということ。これは国の予算

との絡みも含めて予算づけがない。あるいは旧町でいいますと、職員の体制がなかなか整わない

という部分もありまして、１地区が５年、６年かかるということで長引いております。 

しかも当初、平成５年、６年に実施しました香河地域では一定の範囲で、了解がなかなか取れ

ん地域があったということがありまして、その認証作業がおくれとるということでありますが、

旧町から含めまして、その認証が取れるような作業を引き続きやらせていただいております。明

石、温江については、めどがついておりますので、それにあわせて香河地域も、認証が取れるよ

うに今作業を進めとるということで、ご了解がいただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 勢籏議員。 

１ １ 番（勢籏 毅） こうした状況の中でも、この地籍調査を取り巻く環境も大きく変化をしておりま

して、国交省の資料を見ますと、いわゆる衛星を使ったＧＰＳによる測量図、あるいは町や個人

が分割申請したところの登記所にある資料を使ってでもやるんだと、こういう方向が出てるんで

すが、今後の進め方として、今の体制では私は無理だと思うんですが、今度の総合計画の中で、

一定位置づけをしていただきながら頑張っていただけると、こういうように認識しとったらよろ

しいですか、そこをちょっと。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） 測量方法がどんどんよくなっていくといいますか、改善されていくというのもあ

るんですが、現実的には現場で立ち会いながら、隣同士かお話し合いをしていくという大変な作

業を含めるわけですから、なかなかどんどんと進んでいくということには、ならないというふう

に思っております。 

ただ合併を前に、旧町の加悦町でも桑飼村でとどめております。加悦地域以外でも国土調査に

ついてはもう随分前にやられて、今その精度といいますか、正確性に欠ける地域もあるようです

し、再度、与謝野町域を見渡しながら、そういう国土調査ができるような形で、総合計画等を含

めて計画を立てて、やっていかんならんというふうには思っております。 

１ １ 番（勢籏 毅） 終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑はありませんか。 

小林議員。 

５  番（小林庸夫） 初めに、企画財政課長にお尋ねいたします。 

諸収入が昨年比１億６，５００万円ほど少なくなっているようでございますか、主だった内容

いうのはどういったことがございますか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） 私の記憶でございますけれども、昨年は合併した年でございました。そこで
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２月までは旧町で予算を組んで、最後の１カ月間だけ新町で予算を組んだと。旧町が繰り越して

新町に持ってきたのを、それを諸収入で受け入れたということだったというふうに記憶しており

ますので、そういったものが今年度はなくなったから減額となった、ということだというふうに

思います。 

議  長（糸井満雄） 小林議員。 

５  番（小林庸夫） 特段変わったことがなければいいんですが、次に、町長にお尋ねするんですが、

先ほども勢籏議員が、いろいろと税のことをお尋ねになっておられましたけれども、決算参考付

属資料を非常によくまとめていただきまして、見させていただいとるんですが、現年度分と滞納

繰越分、平成１８年度はこれだけ徴収せんならんというのが、未済額がそれぞれ各項目ごとに出

とるわけですが、現年度分の徴収につきましては９８％とか９９％台で、それなりの結果が出と

ると思うんですが、それが現年度分が次から次へ繰り越していって、未納額が累積していっとる

わけでございますが、私はそういった意味で収納未済額というところを見せていただきまして、

それぞれ固定資産税であるとか、軽自動車税であるか、あるいは保育料、有線テレビ施設使用料、

あるいは就学資金貸付金償還金であるとか、企業経営育成支援貸付金、時間外保育料ですね、い

ろいろと下水道も含めまして、国民健康保険も含めまして、かなり平均的に５％とか８％とか。

現年度分と滞納繰越分を合算しました分の未済額が、徴収しなければならない金額から比べて

５％とか８％とかそれぞれ残っておるわけでございますけれども、こういう状況を町長としてど

ういうように感じておられるのか。いわゆる町民の生活という意味でのことを、ちょっと率直な

お考えをお聞かせいただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 全国的に非常に不況という中で地域、とりわけこうした小さい町、田舎の町にと

りましては税収が伸びない。その中で、やはりきちっと税の方を納めていただくということは、

これは貴重な財源になるわけですから、そうした意味ではこれができるだけ徴収できるような努

力するべきだというふうには思ってはおります。 

しかし、よそのところと比べてみますと、この与謝野町というのは全国的な中でも収入といい

ますか、皆さんの生活のそうした所得を見てみますと、非常に下位なところにある状況でござい

ます。確かに現金の収入は少ないとはいうものの、農村ですら食べることについては割合、都会

に比べて豊かなのかもわかりませんけれども、そうしたことではなしに、実際に現金がどれだけ

入ってくるかという点では、非常に厳しい状況だというふうに考えております。 

いろんなものにつきましては、前年度の状況で賦課されてくるものもございますので、１年、

２年というこの刻みの中では、非常に周りを見ております急激に今まで以上に生活そのものが厳

しくなっているというのは、もう肌で感じることが多くございます。 

しかしながら、やはり税を納めていただくというのは、これは国民の義務でもありますので、

できるだけそうしたことがスムーズに徴収できるように、それは税務課だけの話ではなしに、町

としても特別対策徴収のそういう本部をつくって、それぞれ何期かに分けて徴収に当たっている

わけでございますけれども、やはりご理解をいただいて、そして税を納入していただくという、

その努力についてはお互いに頑張ってやっていかなければ、ほっとけばそのままたまっていくと

いうことは、これ現実でございますので、それらについては一丸となって税務課だけではなしに、
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全員で取り組むような、そういう姿勢で臨みたいというふうに思っておりますし、取らなければ

ならない措置については、きちっと話をした上で差し押さえをするなり、あるいは水道ですと水

道をとめるなり、やはり町としても一定のペナルティーとはいきませんけども、そうした強行な

形で税を納めていただく。そういうことをしなくてもいいように、納めていただく努力をしてい

きたいというふうに思っておりますし、最終的な手段としては、そういうものもとっていかざる

を得ないというふうに考えております。 

議  長（糸井満雄） 小林議員。 

５  番（小林庸夫） 今の町長の思いを聞かせていただいたわけですが、各分野別に見ましても先ほど

も勢籏議員が申されましたように、不納欠損処分が非常に増加いたしておるようでございます。 

これにつきましては税務課長からも総務委員会での説明で、執行停止している理由として財産

がない、生活ができない、あるいは所在が不明でというような、そういった事情をお聞かせいた

だいたんですが、これはもう本当に表に見える部分であって、ここに至るまでの過程というのは、

それぞれ各個人のお家によって、それぞれの人に言えない事情もあっての、だれもが滞納したい

と思うわけではないんですけども、そういうことにならざるを得ないという現象が現実に起きと

るわけですね。 

今も町長が申されましたように、去年の結果がこういうことですから、来年のまたこの時期に

なると、また同じことを言わんならんのかなと思ったりしとるんですけれども、国を挙げてとい

うんですか、非常にいいとこはいいようですけども、全般に行き渡ってないという非常に格差の

問題という。そういうような中で、非常に疲弊した中で、活況のない、活気のない我々の生活の

環境があるわけでございますけども、こういった中で行政の徴収努力ももちろんですけども、何

とか町民が元気づくような施策なり、方向づけなり、そういったものがぜひ行政としても検討し

ていただきたいと、このように思うわけでございます。そういった意味での思いがありましたら、

聞かせていただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 国や人のせいにはしたくはないんですけれども、やはり今いろいろと、せんだっ

ての選挙等でも出てましたように、年金問題につきましてもそうですし、まじめに払っていても

食べていけない、年金だけでは生活できないというのが現実でございます。きちっと払っている

人さえ、年金を受け取るときになったら非常に少ない、そういう最低の生活保障が私はできてい

ないというのも、大きな問題ではないかと思います。 

生活保護を受けている方すべてではないですけども、一生懸命働いて、そして年金の掛金を払

って、自分がもらうときには生活保護を受けている人よりも低い年金しかもらえない。何かもう

この辺自体が矛盾しているように思うんです。生活保護というのは、もうこれ以上低ければ、も

う生活が維持していけないぎりぎりのところの、そういうものが支払われているわけでございま

すから、それすら申請してもなかなか今はこたえてもらいない。餓死をしたような人が生まれて

いるような非常にそういう格差というものが、本当にもう目に見えないところで多くあるんでは

ないかなというふうに思いますし、町民の皆さんの生活の中に、やはりそうしたものがじわじわ

押し寄せてきている。そのことがいろいろと町に対する批判になったり、あるいはいろいろと問

題が起こってくる大きな原因じゃないかなと思います。 
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そういう意味では自治体でも同じで、もう必要最小限の、これ以下だともう町が維持していけ

ないという、そうしたものが一定の今までは交付税だったわけですけれども、それが削られてく

るということになってくると、非常に厳しい状況だと言わざるを得ません。 

そうしたことは、やはりいろんな税の仕組みそのものも根本的に考えていく必要があろうかと

思いますし、今の今できないということで先延ばしがされておりますけれども、じゃあどうした

らやっぱり国を維持していけるんか、町を維持していけるんか、また我が家庭を維持していける

んか、それぞれが真剣に考える必要があるときが来てると思っています。 

ただ、せんだっても出ておりましたけれども、古代まつりの中で商工会の宣伝部の方が、元気

であれば何でもできるというということをおっしゃってましたけど、まさしくそのとおりだと思

うんです。病気になったら何もできないわけですから、やはり元気である。懐は寂しいかわかり

ませんけれども、元気であるということが、まず第一でございますので、やはりそうした中での

施策を、やっぱり下支えをしていくのも、これは行政の仕事ではないかと思って、そういうつも

りで施策を打ってるつもりですし、直接のそういうものはできなくても、町民の皆さんの生活の

下支えになることができるようなものを、やはり今後も施策として打っていきたいというふうに

考えております。 

議  長（糸井満雄） 小林議員。 

５  番（小林庸夫） いわゆる何も資源と言うんですか、これといった地場産業も本当に今は衰退して

おりますし、これといった産業なりまだ育っていない中で、本当に今町長のお話にございました

健康、まず第一番に医療費のかからないように頑張って生活できる、そういうことも非常によい

意味でまちづくりのためにも大事だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それに関連しまして太田課長にお尋ねするんですが、決算書の２０７ページに企業立地推進事

業というのがございますが、町内の企業立地としては、あるいは工場の適地としてはどういった

とこがありますか、ちょっとお聞かせいただきたい。できたら、わかっておりましたら、坪数も

あわせてお聞かせいただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） もちろん確認させていただきますが、企業立地の候補地ということでいいん

でしょうか。 

５  番（小林庸夫） そうです。 

商工観光課長（太田 明） 候補地というよりも、一応可能性のある土地と、調査ということで、これは

私の方で調べました、細かい部分についてどこまでご報告したらいいのかということであります

けれども、１つはご承知かと思いますけれども、岩滝地域の丹後織物工業組合のグラウンドを、

１つの候補地として、ここはある程度具体的に丹後さんとの話をさせていただいているというこ

とでございます。 

それからもう１つは、あくまでもこれは可能性のある土地ということでございますので、細か

い部分は別といたしまして、日本冶金のグラウンド跡、それから今後展開されるということで、

一応都市機能ということでありますけれども、浜公園の都市機能用地の部分が面積的には非常に

大きい部分として３候補地を、一応可能性のある土地として調査をさせていただいております。

ほかには旧野田川地域の加悦境にあります浪江谷というとこがあるんですが、香河の入り口、石
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川との入り口の部分ですが、あそこも一応香河川改修が進みましたので、候補地として可能性が

ある大きな土地ということで、その部分も一応調査の一部として認識をさせていただく部分とし

て、把握をさせていただいてる部分でございます。 

以上です。 

５  番（小林庸夫） 坪数は、大ざっぱでよろしいです。 

商工観光課長（太田 明） 手元にあります資料でいきますと、面積で言わせていただきますと７万平米

ほどは、丹工の岩滝工場グラウンドはあろうかと思います。それから日本冶金のグラウンド跡地

につきましても、約２万平米はあるというふうに認識をしております。それから浜公園の部分で

すが、これは８，０００平米ほどあろうかというふうに思っております。それから浪江谷につき

ましては、資産台帳の方にあろうかと思いますが、ちょっと私の手元にございませんので、ご了

解いただきたいと思います。 

以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 小林議員。 

５  番（小林庸夫） さきの一般質問でも多くの議員から、こういった産業の育成とか企業誘致的な質

問もありましたけども、町長のご答弁では今ある産業の育成とか、あるいは個々の業者のフォロ

ーというようなお考えをお聞きしたわけでございますが、先ほども申し上げましたように、個々

ももちろん頑張るんでございますが、やっぱり行政側も、いつでしたか質問させていただいたと

きも、町長も企業誘致的なそういうような形のことは、ちょっと過去の産業おこし的なご答弁を

いただいたように記憶しておるんですが、本当は個々の一人一人の町民が頑張って、踏ん張って

やれば、一番地に足のついたことだと思いますけども、なかなかそういったことも、それだけの

力ももうないというのが実情かと思っております。 

私の思いますのは、やはり大企業は土地をこの与謝野町管内でというても、それはもうちょっ

と田んぼをつぶさなければ困難ですし、そんなことはできないと思いますし、やはり

１，０００坪、２，０００坪単位の、町長がよく申されます身の丈に合った企業なら誘致が可能

でないかと。そういった意味で、いつでも来てくださいと言えるだけの、対応できる土地の受け

皿づくりをぜひ常に確保していただいて、そしてその上において、いろんな企業誘致に真剣に取

り組んでもらわんことには、何か景気悪いさかい、状況が悪いさかいて、泥棒に行って縄をなう

ような状況になってきてますけども、気がついたときに、とにかく一生懸命やってもらうべきだ

と思っておるんです。 

皆さん、そういう若い人をこっちに帰らせたいと思っても、なかなか仕事がないというような

ことで、親元であれば親の面倒も見、畑の守もできると思ってる方がおられても、なかなか生活

するという形のことで、非常に子供さんを出したきり帰ってこられないというのが現状でありま

すために、やはり若い人が帰ってこれるには、小さくても内容のきちっとした会社をぜひお願い

したいと、そういう思いでおるんでございますが。 

京都府の市町村企業誘致連絡会議というのがあるようでございまして、負担金５万円出してお

られますけれども、どのような会議なのか、有益な情報はあるのか、そういったことも具体的な

企業名も出てくるのか、そういうところもちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 
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商工観光課長（太田 明） お答えいたします。 

確かに大きな面積だけを調査するということではなくて、やはり３，０００平米を超える部分

につきましては、今から説明させていただきますが、京都府のいろんな融資制度の中にもいろん

な融資、あるいは助成等々が絡んでもらえますので、３，０００平米をめどに大きなもんでもな

くても調査していくということについては、必要だというふうに認識をしておりますので、今後

もそういう場所を確保といいますか調査をして、オーダーメード方式でございますので、そこを

先行取得をするということではなくて、先ほど言いました候補地という認識の中で調査をしてい

きたいというふうに思っております。 

ちなみに、ちょっと質問と外れるかわかりませんけれども、細かいところではまだ不十分では

ございますが、空き工場、あるいは空き店舗については商工会との連携を図りながら、一定３町

で現状を把握しながら、その方と直接アポを取ってキャッチボールができるかどうか確認はして

おりませんけれども、そういった部分も事前に商工会のお力を借りまして、そういう把握もして

おりますので、そういった意味でも企業誘致、あるいは仕事誘致というところに力を入れていく

考え方でおります。 

それから企業誘致の市町村連絡協議会でございますが、年４回程度、情報交換会を行います。

それからあわせまして、京都府のホームページにも載せていただいておりますが、京都府の企業

誘致にかかる優遇措置、あわせまして与謝野町の企業誘致の優遇措置もございますので、それを

京都府が全面的に外にホームページで打ち出しをしてくれてますし、もちろん町もやってます。

あわせましてパンフレット作成も行いまして、パンフレットを持って京都府の職員さんもいろん

なところに足を運んで、いろんな企業誘致にかかる情報を収集していただきまして、それを各加

盟市町の方に、こういう話があるけども、どうだろうというようなファックス等で連絡がござい

まして、該当するような部分がありましたら、手を挙げていくというような情報を流していただ

けるというようなシステムになっておりまして、そういう中で、一つでも実現に向けた情報交換

会を進めているという会でございます。 

以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 小林議員。 

５  番（小林庸夫） 京都府の企業誘致連絡会議というのがそういった、私は具体的な例えば企業名で

も上がってきておるんかなと思ったりするんですけれども、あんまりそういうことはない。言う

なれば京都府の方のそういった担当事務局ともお話されて、いわゆるこういうとこやったらどう

やろうという具体的な企業名をお聞きいただいたたりして、やっぱり何とかこちらから売り込み

に行くと、お願いに行くという努力。そういう回数を重ねることによって、１００カ所回って

１００カ所、オーケー取れるわけない。２００カ所回って１件かもしわかりませんけども、いわ

ゆるこちらの熱意が感じられるとこが必ず僕はあると思うんですけども、やはりそこまでのアタ

ックということが行政側にやっていただきたいなと。ここはここでもちろん頑張りますけども、

行政側もそうして。本当に水も少ないようですし水の要らない、そうでないコンパクトないわゆ

る分工場的なもんでも引っ張ってきていただいて、若い方でも働く場、そういったことが１カ所

でもふえればまた張り合いになって、また町も頑張ってくれるという形でひとつの盛り上がりも

生じると思いますけれども、きょうまでのいわゆる金融支援事業とか、イベント事業とか、管理
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運営事業ももちろん理解できますけども、この町をほんまに盛り立てる意味からも、本当にそう

いった小規模でも若い人の働く場所づくりという形で真剣に取り組んでいただきたいと。 

これはもうすぐ結果が出るわけでございませんし、地道な、５年先、１０年の思いを込めて、

やっぱり１回でも２回でもそういう企業に足を運んで、よかったら私も一緒にお手伝いもさせて

もらいますさかいに、それは機械であろうと電気であろうと、とにかくこの町の真剣さをやっぱ

り訴えてやらんことには、人の心はなかなかこっちへ向いてもらうことはできないと私は思って

おりますので、ぜひそれをお願いしたい。企業立地推進事業というのが、本当に名前負けしない

ように、京都府も地域力再生という形で打ち出しておられますけれども、そういったこともあわ

せて、ぜひ取り組んでいただくことを課長に、町長もあわせてお願いしたいと思っております。 

それから、わーくぱるの維持管理の運営費のことでございますが、参考付属資料の２００ペー

ジに、知遊館なんかを見ますと稼働いすの保持委託料というのが、毎年計上されとるようでござ

いますが、わーくぱるは点検されておられますか。何かわーくぱるには、それがないようでござ

いますので、安全面からネジとかそういった点検は必要かと思って、ちょっとその辺をお聞かせ

ください。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） お答えいたします。 

決算資料に添付をさせていただいておりますが、財団が運営しておりますすべてのものの収支

を上げておりますので、２８ページのわーくぱる運営費というところの支出部分に、入ってこよ

うかなというふうに思っております。備考欄の方に詳しく書いてあればいいんですけれども、こ

こに細かいのでちょっと読みにくいかもわかりませんけども、わーくぱるの委託料の部分ですが、

２９ページにかかる部分で、移動いすというふうに小さく書いておりまして、非常に見にくいか

もわかりませんけれども、結論から申し上げますと定期的に点検をさせていただいているという

ことでございます。 

議  長（糸井満雄） 小林議員。 

５  番（小林庸夫） 私の見落としでした。すみません。 

次に、決算参考資料の７１ページの学校給食センターにつきましてお尋ねするんですが、昨年

の資料と比べまして支出項目が、何かことしは整理されとるようでございまして、ちょっとわか

りにくいんですが、材料費であるとか燃料光熱費、消耗品費などは個別表示してもらう方が望ま

しいのと違うかと思いまして、ちょっとお尋ねするものでございます。 

そしてまた昨年度の決算の１億１，８７６万円という赤字の補てんは、どこからされておるの

か、ちょっとお尋ねします。 

議  長（糸井満雄） 答弁を求めます。 

鈴木教育次長。 

教育次長（鈴木雅之） 今、小林議員さんの、ご質問のこの決算参考資料の７１ページ、学校給食センタ

ーの部分で赤字の補てん。これは歳入の部分が給食費の分だけで差し引きをさせていただいてお

りますので、それでいわゆる歳出の部分につきましては、人件費等も含めておりますので、この

差額の部分は単費で持っておるということでございます。 

議  長（糸井満雄） 小林議員。 
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５  番（小林庸夫） 何も給食の方のメニューも調べずにちょっとお尋ねするんですが、地元農家の産

品の利用率というのは、どのぐらいのものなのか。お米であるとか、あるいはタマネギとか、キ

ュウリとか、ジャガイモとか、ホウレンソウとか、どのぐらいの利用でなさっておるんか、ちょ

っとそういったこともお尋ねしたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 鈴木教育次長。 

教育次長（鈴木雅之） 地場産品の利用の関係でのご質問でございますが、確かに地元の関係につきまし

ては、地元の農家ですとかいわゆる町内の、ちょっと名前を出したらあれかもわかりませんが、

何々農園とか、それから共同作業所ですとか、そういったところから購入をさせていただいてお

りまして、１８年度の地元野菜の購入量、いわゆる量で計算をしてみますと３０．８％が地元で

占める割合ということで、全部の野菜の購入量から地元から購入をしております野菜の数量を比

較をいたしますと、地元産の占める割合は３０．８％であるという実績の数字でございます。 

議  長（糸井満雄） 小林議員。 

５  番（小林庸夫） せっかくの与謝野町の給食センターでございますので、これは量がそろうとか、

いろいろと条件もあるんでございましょうが、できたら半分ぐらいまでは地元から、形が悪くて

も地元産のもので対応できるのが、農家の方に対してもやっぱり還元になるんではないかと思い

ますので、ぜひそういうまとめ役の方々に、ちょっとご相談できるものかどうかわかりませんけ

れども、利用率のアップという形のことをお願いできたらと思うわけです。 

それともう１つ、残飯ができとると思うんですけど、その処理はどういう方向でなさっておら

れるのかどうか。学校の給食、全部食べ終わってくれるばっかりでなしに、残ったものなんかの

処置は、どういうふうになさっておられますか。 

議  長（糸井満雄） 鈴木教育次長。 

教育次長（鈴木雅之） １点目の地元産の購入の関係のご質問でございますが、小林議員さんがおっしゃ

いますように、先ほど私、１８年度の実績が３０．８％というふうにご報告といいますか、回答

させていただきまして、おっしゃいますように、いわゆる地産地消と申しますか、地元で調達が

できるというのが一番理想なわけですし、今でもそういった方向でこの地元からの購入を手がけ

ておるということでございます。 

ただ学校給食の中で、先ほど若干触れられましたが数量の問題もございます。それから時期の

関係もありますので、多くとれたこの時期に、この野菜ばかりを使った給食のメニューをという

ことも、ちょっとなかなかそうばっかりは。やはり児童生徒の栄養バランスのことも考えといい

ますか、そういう考え方にも立ってきますので、それは１７年度と比べまして、この１８年度に

つきましては、地元野菜の購入量につきましても、０．１ポイント上がっておる実績でございま

すので、１７年度の場合は３０．７％でしたので、それが１８年度は３０．８％ということでご

ざいます。 

それから野菜ですとか米ですとか、その残滓の関係ですが、米飯給食もしておりますし、それ

から残滓なんかも残しておりますので、そういった部分につきましては、いわゆる可燃物で処理

をさせていただいております。 

議  長（糸井満雄） 小林議員。 

５  番（小林庸夫） どの程度の残滓があるかわかりませんが、肥料化でもできたらと思ったりして、



－361－ 

ちょっとお尋ねしたんですか。 

議  長（糸井満雄） 鈴木教育次長。 

教育次長（鈴木雅之） 残滓の中にも、いわゆる本当の食べ残しといいますか、もう調味料が既に含んで

る部分があります。そういう部分につきましては、私ども聞いておりますのは、なかなか飼料と

いいますか、肥料といいますか、そういったものにはなりにくいということも聞いております。

本当の調理をする加工での段階の、例えば極端に申し上げますとハクサイを切ったり、キュウリ

を切ったり、それの端っこといいますか、調理の中に含まれないものですと、それはいわゆる堆

肥といいますか、そういう形で農家の方に還元できるということもできるでしょうが、実際に調

理をしまして、このメニューをつくりまして、それを児童生徒にたべさせる。それの本当の食べ

残しの部分は、学校からはセンターの方に持って帰りますが、それを肥料にということになりま

すと、ちょっとそれは肥料になりにくいように私どもは聞いております。 

議  長（糸井満雄） 小林議員。 

５  番（小林庸夫） 終わります。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） 訂正をお願いしたいと思います。 

先ほど言いました可能性のある土地の中で、岩滝加工場のグラウンドについての可能性のある

土地ということで申し上げました。面積でございましたが、全体面積を申し上げておりましたの

で、可能性のある面積、グラウンドのみということで訂正をさせていただきますと、１万

７，０００平米ということで一応訂正をお願いしたいと思います。 

５  番（小林庸夫） どうもありがとうございました。 

議  長（糸井満雄） ここで休憩をいたします。３時まで休憩します。 

（休憩 午後２時４４分） 

（再開 午後３時００分） 

議  長（糸井満雄） それでは休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

引き続き質疑を続けます。 

質疑はありませんか。 

浪江議員。 

８  番（浪江郁夫） それでは決算書の中から質問をさせていただきます。 

初めに滞納の問題がちょっと出ておりましたけども、納税の観点からちょっと質問させていた

だきます。滞納額は非常に多くて問題になっておるわけですけども、町民の皆様が納税しやすい

ようにということで、先進事例などではクレジットカードを使った納税手数料とか、税の納入と

かがあります。また、コンビニを使った納税等ありますけども、そのあたりの考えについて、あ

りましたらお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 日高税務課長。 

税務課長（日高勝典） 浪江議員さんのご質問ですが、ただいま与謝野町で扱っておりますのは金融機関

への振り込み、それから新年度から郵便局の振り込み、これも近畿圏内になりますが、そういう

形でさせていただいております。 

府レベルとか国レベルになりますと、コンビニだとか、そういういろんな方法等が取り入れら
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れております。単独でやりますと、なかなかそういう手数料関係とかいう部分の費用がかかりま

すので、現在そういう形をとっておりません。 

今後は京都府との共同化事業になってきます。そうなってきますと府下全域を含めた部分でで

きますので、コンビニでの納付だとか、そういう部分が新たな納付方法の展開は考えていかれる

だろうというように思っております。 

議  長（糸井満雄） 浪江議員。 

８  番（浪江郁夫） 例えば払うつもりがあっても、ついうっかり残高が足らなくて落ちなかったとか、

こういうことがあると思うんですけども、こういう場合に余計ないろんな管理とか、電話の督促

であるとか、そういう経費がかかりますので、これから徴収方法が変わりますけども、こういう

こともまた一度考えていただきたいと思います。 

次に、ＡＥＤでございますけども、昨年９月の補正予算で、町長は人命を最優先するという立

場から早速２４台、本町にも設置されました。７００万円弱だったと思うんですけども、府の方

の補助がありまして、約半分補助があったと思います。それで大方１年弱ですけども、現在まで

に緊急事態で使用されたようなことはありますでしょうか、ちょっとお伺いいたします。 

議  長（糸井満雄） 大下総務課長。 

総務課長（大下 修） 今、浪江議員さんがおっしゃいましたように、昨年の９月の補足説明で予算をお

認めいただきまして、１０月から１１月にかけて２４台設置をいたしました。各公共施設、それ

から中学校、小学校を含む学校施設に設置をいたしましたけども、緊急事態で使用したことは、

私の方は報告はありませんので、ないというふうに思っております。 

議  長（糸井満雄） 浪江議員。 

８  番（浪江郁夫） これはできれば使用がなければいいわけですけども、総務省消防長のまとめによ

りますと、昨年１年間でＡＥＤの使用が２５４件あり、前年の３倍と。またその中で使用した場

合としようしなかった場合のその後の生存率ですね、これが８．３倍から３２．１倍と非常に効

果があることも出ております。 

しかしながら、いざというときにやはり周りにおる方々、あるいは一般の方が使用できなけれ

ば、これも意味がないのでありますから、その講習ですね、町が行われた講習等、昨年、１８年

度で回数等がわかりましたら、報告をお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 大下総務課長。 

総務課長（大下 修） 町の職員の関係者の回数しかわかりませんけれども、購入前後に３庁舎で各２回

に分けて実施をいたしました。それから１２月末の冬休みに教職員さんを対象に、教育委員会の

方でお世話になりました。それから３月の防災訓練のときに、加悦地域振興課の方の対応で、保

育士さんを対象に講習会を実施をいたしております。 

議  長（糸井満雄） 浪江議員。 

８  番（浪江郁夫） 今後はリフレでありますとか、クアハウスとか、そういう施設を利用される方に

も、そういう講習の場が持てないか。そういうこともひとつ考えていただきたいと思いますけど

も、そのあたりはどうでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 大下総務課長。 

総務課長（大下 修） 多くの方が利用というか、使用といいますか、できるようにするのが、方法とし
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てはいいだろうというふうに思います。今のご意見を参考に、町内で検討をしていきたいという

ふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 浪江議員。 

８  番（浪江郁夫） 次に、決算書の９９ページですけども、住基カードの件でお伺いいたします。 

参考資料の方に２２枚発行と載っておりましたけども、きょうまでの累計等、わかりましたら

お願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 藤原住民環境課長。 

住民環境課長（藤原清隆） それでは、お答えをさせていただきます。 

平成５年８月２５日に始めまして、平成１９年３月３１日までの分ですけども、交付枚数が

１１６枚で、写真なしが３３枚、写真ありが８３枚という状況になっております。 

議  長（糸井満雄） 浪江議員。 

８  番（浪江郁夫） これは国の方の指導で実施されてるわけですけども、この住民基本台帳ネットワ

ーク運用事業、これ６００万円ほどかかっておるわけであります。非常に少ない発行枚数なんで

すけども、今現在、どういったサービスが利用できるのか。このカードを使って、ありましたら

お願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 時間かかりますか。 

ちょっと暫時休憩します。 

（休憩 午後３時０８分） 

（再開 午後３時０９分） 

議  長（糸井満雄） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

藤原住民環境課長。 

住民環境課長（藤原清隆） すみません。ちょっと調べまして、詳細はまた報告をさせていただきます。 

議  長（糸井満雄） 浪江議員。 

８  番（浪江郁夫） 次に、２７３ページですけども、少し事業の説明をお聞きするだけになるかもわ

からないですけども、教えていただきたいと思います。 

２７３ページ、これは中学校もあるんですけども、小学校、要・準要保護児童援助事業という

のがございますが、これの意味と、すこしちょっと説明をお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 鈴木教育次長。 

教育次長（鈴木雅之） ただいまの浪江議員さんからのご質問でございますが、２７３ページに掲げてお

りますこの小学校要・準用保護児童生徒援助事業費、これの関係でございます。 

これは要保護と申し上げますのは、いわゆる生活保護世帯の児童生徒を指しておりますし、そ

れから準要保護と申しますのは、いわゆる要保護に準用しとる、いわゆる準ずるという意味でご

ざいます。 

それで要保護の世帯につきましては、これはもう生活保護費の中に、この就学資金の関係が含

まれておりますので、ここの教育費の中から支出をさせていただいておりますのは、いわゆる修

学旅行の部分を援助をさせていただいておるということでございます。 

それと準要保護の家庭といいますか、準要保護の児童につきましては、学用品費ですとか、給

食費ですとか、それから修学旅行費ですとか、それから新１年生の場合は新入学用品のそういっ
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たものを援助をさせていただいておるということでございまして、この金額は小学校費、中学校

費と若干差がございますが、考え方につきましては、小学校も中学校も同じでございます。 

議  長（糸井満雄） 浪江議員。 

８  番（浪江郁夫） そしたら生活保護に準ずるということなんで、申請されてならなかった方とか、

そういう方になるんですかね。ちょっとその辺、お願いします。 

議  長（糸井満雄） 鈴木教育次長。 

教育次長（鈴木雅之） 近年は特に、こういった準要保護の申請の件数が多く上がってきております。い

わゆる母子家庭の家庭がふえてきておりますし、また、それから転入された家庭、都会からこの

与謝野町の方に転入された家庭、その中にも母子家庭の件数が増加をしてきておるといいますか、

ふえてきておるのが実態でございます。 

それで本人さんが申請をされまして、それが学校を通じまして私どもの教育委員会の方に、そ

の申請書は提出をされるといいますか、上がってきます。その申請書に基づきまして、例えば非

課税世帯でありますとか、例えば本人さん、あるいは保護者のどちらかがご病気だとか、いろい

ろと家庭の事情が書いてございまして、それらを審査をさせていただいて、その準用家庭に認定

をさせていただくか否か、そこを判断をしております。 

いろんなケースがございますので、その中にはいわゆるほかの家庭と比べまして、生活的にも

このご家庭が適用外といいますか、やむを得ず認定ができないなというようなケースもございま

す。 

議  長（糸井満雄） 浪江議員。 

８  番（浪江郁夫） 次に、２８１ページですけども、中学校情報教育推進事業の中のパソコンリース

料、これは多分、生徒が使うパソコンだと思うんですけども、その中でいろんな授業があると思

うんですけども、インターネットを利用した授業等もあると思います。 

最近、テレビ等でいじめ等の問題がありますけども、インターネットを使ったちょっと悪質な

いじめというのか、そういうのがございますけども、恐らくインターネットの接続の仕方とか、

そういうのを授業でされると思うんですけど、その後の使い方に関する、そういういじめを防ぐ

ようなそういう指導なり、そういうのはされていますでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 土田教育推進課長。 

教育推進課長（土田清司） インターネットに関しての指導ということでございます。 

中学校についてはインターネットが利用できるという状況になっております。小中学校のイン

ターネット利用については、それぞれフィルターをかけております。有害情報はカットするとい

うようなことで、そういう情報は入らないような授業はしております。ただし自宅に帰ると、す

べてインターネット見放題という形の家庭が多いかと思います。そしいうこともあります。 

近年インターネットを利用した、そういう悪質な犯罪がたくさん頻発しているという状況で、

先日も学校の情報教育の担当の教員との打ち合わせの中で、インターネットの利用というんです

か、そういった利用については指導もしてるというような話もしておりましたので、その点、学

校では十分注意をしてるというような状況でございます。 

議  長（糸井満雄） 浪江議員。 

８  番（浪江郁夫） インターネットのほかにも携帯を使った学校裏サイトなるものがあって、そうい
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ういじめをしとるとかいうのもございますので、そのあたりもまた学校の方でよろしくお願いい

たします。 

次に、３０７ページでございますが、図書費のところでございます。この図書費５４９万

９，４４０円、この中には雑誌等は含まれているのでしょうか、お伺いいたします。 

議  長（糸井満雄） 土田教育振興課長。 

教育推進課長（土田清司） 先日、決算の概要説明の中で図書費が年間３，６８６冊ということで報告を

させていただいております。この分については、雑誌等は含んでおりません。雑誌については、

消耗品の方で支出をさせていただくということでございます。ちょっと正確にはあれなんですが、

昨年、大体月刊誌、隔週の雑誌も含めて７０冊弱ぐらいの雑誌の方を、本館、分室の方で購入を

してるということでございます。 

雑誌を入れるということで、図書館を利用していただく方も年間４，５００冊ほど雑誌も貸し

出しをしておりますので、この点についても雑誌も定期的に購入していきたいと思います。ただ

し消耗品でありますので、予算の方も限度がありますので、雑誌については精選して購入をして

いきたいというふうに考えております。 

議  長（糸井満雄） 浪江議員。 

８  番（浪江郁夫） 当初予算で５５０万円、済み額が５４９万９，４４０円と予算きっちり使ってい

ただきました。今後ともできる限り、図書の充実に努めていただきたいと思います。 

最後になりますが、３２７ページの給食センター施設整備事業でございます。この中に備品購

入費が１，７００万円強出ておりますが、この購入された内容等お願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 鈴木教育次長。 

教育次長（鈴木雅之） 決算書の３２７ページで給食センターの施設整備事業の中の１８節、備品購入費

としまして１，７７３万２，４００円というふうに決算を打っております。 

この内容につきましては、提案説明の中でも若干触れさせていただいたとは思いますが、いわ

ゆる大きなものとしましては連続フライヤー、簡単に申し上げますとフライといいますか、天ぷ

らを連続してつくれる機械ということでございます。 

それから真空冷却機、これは調理をする段階でゆでた野菜等がございます。それを瞬間的に冷

却をする、さます、冷やすと言う方がおわかりいただきやすいかもわかりませんが、そういった

機械でございます。 

それからさいの目カッター、ご承知かと思いますが、野菜を刻むときの刻み方にさいの目切り

とかいう、そういう切り方がありますが、いわゆる機械に放り込んでさいの目に切って、例えば

ジャガイモなんかでもそういうさいの目に切ったものが出てくるという機械でございます。 

この１，７７０万円をかけましてこの備品購入を、１８年度に設置をさせていただいたわけで

ございますが、その財源としましてはこの備品購入費の２分の１が、未来づくり交付金が充当を

されております。参考までにお答えさせていただいておきます。 

議  長（糸井満雄） 浪江議員。 

８  番（浪江郁夫） そうしますと、これは全く新規に購入されたということで、今まであったのが故

障してとかいうのでなくて、新規ということですね。 

議  長（糸井満雄） 鈴木教育次長。 
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教育次長（鈴木雅之） 給食センターが建設されましてから、かなりの年数がたっております。いわゆる

経過年数が過ぎまして、更新といった部分でございます。 

議  長（糸井満雄） 浪江議員。 

８  番（浪江郁夫） 経過年数等詳しくは存じませんが、一般的に考えますと修理して使えるものであ

れば修理するとか、それが全くもう修理するよりも新品を買った方が安いというのであれば、そ

れも仕方ないと思うんですけども、またこれを入れますことによって、これは更新ということな

ので、新たなそういう経費とか、そういうのはわかりませんけども、何か効果みたいな、職員さ

んが楽になったという以外にそういう目に見えるような形の、経費でもそういうのがございまし

たら報告をお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 鈴木教育次長。 

教育次長（鈴木雅之） 浪江議員さんのご質問の中にございましたように、確かに修繕で性能が確保でき

る場合は、もちろん修繕という形で予算計上もさせていただいて、その修繕の形でもっていって

おります。 

ただ、その機械につきましては、いわゆる連続といいますか、一体化しておる部分もございま

すのでその中の一つだけを、すべて更新をするという部分ではなくて。先ほど私、更新という言

葉を使わせていただきましたが、修理に近い部分の形での、更新は更新でありましても、経費を

安く上がるようなそういった手法といいますか、努力はさせていただいております。 

それから効果につきましては例えば速度的な問題、例えば１分間にどのぐらい調理ができると

か、そういう能力アップをさせていただいておりますので、そういった部分におきましては調理

の時間短縮にはつながっております。 

８  番（浪江郁夫） 終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありませんか。 

野村議員。 

１  番（野村生八） それでは福祉課長に、まず、障害福祉関係について質問いたします。 

ご存じのとおり１８年度４月１日から、それまでの支援費制度にかわって自立支援法になりま

した。４月１日からは利用料の１割負担だけが始まって、その他のサービスの一部はありました

が、ほとんどが１０月１日からサービス面での自立支援法に基づく給付ということで始まったわ

けですが、そういう意味では、大きくこの１８年度中に障害者の分野のサービスや、それから予

算関係が変わっています。それでどのように変わったのかということについて、お聞きをしたい

というふうに思います。 

まず、サービス面ではどのように変わったのか、この点についてお聞きしたいと思います。そ

れまでともう本当に大きな変化になっています。こういう中で問題なくいろんな障害や課題を持

った方々が、サービスを受けられるような形できているのかどうか。また、事業所の運営がどの

ようになってきているのか。そういう意味で、今どのような課題があるのか。それらについてど

のようにお考えか、お聞きをしたいというふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。 

自立支援法が昨年の４月から実施をされたということでございまして、基本的には介護保険と
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同じように１割の定率負担をしていただくというようなことになったわけでございます。したが

いまして、そういった面では今まで負担が全然なかった方も、おのずと負担しなければならない。 

ただ、利用者負担限度額が定められておりまして、これについても非常に高い金額だというよ

うなことがございまして、京都府の方でその半額に負担限度額を抑えるというようなことで、京

都府の独自制度でもちまして、その利用者負担をカバーをしてきたというようなことがございま

す。 

そういった中におきましては、やはり今まで全く負担がなかったものが、例え１０円でもふえ

るということになりますと、それがもともと収入といえば、年金等しかないというような現状に

置かれておられる方でございますので、この負担が非常に重いというような認識であったんだろ

うというように思っております。 

そのことがもろに私どもに、役場の職員はたくさんの給料をもらっておるけれども、私の利用

者負担分を持ってくれというような生の声まで聞くというようなことでございましたので、そう

いった面では収入の低い方については、非常に負担になっておるんではないかというように思っ

ております。また、そういった面ではサービスを控えるというような方も、多少なりともあった

んだろうというように思っております。 

ただ、この自立支援法になりましてから、町単独での制度も実施ができるということでござい

ますので、そういった部分では、できる限り多くの方に利用していただきやすいような町単独の

制度をいろいろと考えておりますし、また、障害サービスの中で、カバーできない部分について

は町単独の制度を設けて、そこで支援をしておるということでございます。 

ただ、一番問題になりますのは、そういうことで利用者負担が設けられたということから、町

の方のサービス給付費そのものについては、かなり減っておるということでございます。したが

いまして、国から入ってくる負担金、あるいは補助金、それから京都府の負担金、補助金、これ

についてもかなりの減額になっておるという状況でございます。 

また、片方では事業所につきましては、非常に厳しい運営状況になったということでございま

して、この自立支援法以前の収入を保障するような制度もつくられ、その制度の事業所への補助

をまた途中で緩めるというようなこともあったように聞いております。そういった面では、事業

所が運営するには、非常に厳しい状況になったんではないかなというように思っておるところで

ございます。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） 今サービス面を聞いてるわけですが、言われましたように受けられる方にとって

は１割負担ということで、本来障害を持った方は、そういうサービスを受けてようやく一人前の

暮らし、一人前までとはいかないんでしょうけども、それでも大変なんでしょうが、そういう暮

らしをしておらされる。そういう方々から、サービスを受けられているからということで、１割

を徴収するというのは、まさに人間として暮らすそのことに負担を求めるということで、非常に

大きな批判が広がっているということで、さきの参議院選挙でも、この自立支援法の１割負担の

見直しということが、大きな課題になっているということは、もうご存じのとおりだろうという

ように思います。 

加えて、それだけでなくて、事業所でも今まで１カ月１人幾らという形でされていたのが、来
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られたときだけのカウントというふうに変わったとか、さまざまな形で変わる中で、また制度そ

のものが大きく就労支援ということに変わっていく中で、大変な右往左往しながら経営努力をさ

れ手いるだろうというふうに思っております。 

そういう中で、今後の課題としてそういう問題もあるんですけども、もう１つは人材の確保が

非常に難しくなっていると。さきの変更に加えて、結局だからいろんな形での自立支援給付費の

総額が大幅に減らされているということで、いわゆる職員の人件費、あるいは正職だった人をパ

ートに、正職の金額も本当に低い金額に抑えなければやっていけない、抑えても赤字という、そ

ういう状況に追い込まれているんではないかなということで、この人材確保というのが今後、本

当にこのままで続けていけるかどうかというほど深刻な事態になっているというふうに聞いてい

ます。 

例えばニチイ学館がやってるヘルパーの講習というのは、受講者がものすごく減ってると、も

うヘルパーになろうという人が大体ないと、ヘルパーの人もやめてますけど。だから将来的にヘ

ルパーを確保できないという、この事態では、ということも大きな問題なんではないかと思って

いるんですが、その辺について課長はどのように把握をされているでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。 

８月１６日に法人に集まっていただいて懇談会をもちました。その中では障害、あるいは高齢

者関係なく連携を図りながら、サービス提供に努めていこうというようなご意見もお伺いいたし

ました。 

その中で、特に法人等が悩んでおられますのは、やはり人材の確保ということでございます。

報酬単価等が非常に低いと。介護保険なんかでもユニットなんかでは引き上げる部分があるんで

すが、そうでない部分は逆に引き下げというようなこともございまして、そういった部分ではそ

ういった介護報酬なり報酬単価等が低いということから、なかなか十分な給与等を払うことがで

きないというのが、一番の人材確保の難しいところではないかなというように思いながら、私も

お話を聞かせていただいておりました。 

この間、新聞を見ておりますと、ヘルパー等の資格を持っておられる方でも、４割程度がそう

いった職にはついておられないというようなことも出ておるようでして、その新聞の中を見てお

りますと、やはり待遇が非常に悪いということが載っておりましたが、そういった部分ではある

程度の報酬を引き上げていただいて、そういった方々がそういった職につきやすいような環境も、

つくっていただきたいというように思っております。 

町の方からも独自に要望書なんかを出す機会がある場合には、そういった面もその中に加えて、

要望をしておるというような状況でございます。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） サービス内容について、先ほど町独自という話がありましたが、地域生活支援事

業なり、地域生活サポート事業ということで、そういう自立支援法にかわって町でやるという事

業が、今度出てきたと。これは反対に支援費になったときに、全部町の事業を言えばなくしたわ

けですが、今度、自立支援法でまた町の事業がふやされたということで、町として頑張っていた

だける部分がふえとるんですが、この中の事業、例えば移動介護とか、そういう制度についてど
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のように、先ほどちょっとありましたが、もうちょっと詳しくどのように努力していただいたの

か、町の独自施策ですね、ほかの町と比べてのそういう点について、どのようになりましたか。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。 

町独自で、必須としてしなければならないというような事業もその中に含まれております。ま

た、任意で取り組むことのできる事業、そういったものもございますが、まず負担をあまりかけ

ないというようなことで、近隣市町の動向なんかも見ながら、その利用していただく場合の利用

者負担、そういったものはできる限りよそ並み、あるいはそれ以下に抑えたような利用料の設定

をさせていただいておるというようなこともございます。 

そういった面では、コミュニケーション支援事業でありますとか、それから地域生活サポート

事業、こういったようなものも取り組んでおりますし、また、社会参加促進事業というようなこ

とで、教材費の実費だけいただくようなことで、あとは町がまるまる負担をするというようなこ

とでの事業展開も実施をしております。 

そういった面では、できる限りこういった事業も充実をさせながら、利用していただきやすい

事業内容に、今後も努力をしてまいりたいというように考えております。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） 財政的な面について、先ほどちょっと答弁ありましたが、もう一度確認したいん

ですが、決算資料の４７ページに事業の一覧が載っているわけですが、１７年度に比べて約

２，５００万円ほど減っているのかなと。１０月からですから、その倍で５，０００万円ぐらい

事業費としては減っているのかなというふうに思ってるわけですが、それぐらい大きく減るとい

うことが、結局は事業所の運営や人材確保や、あるいはサービスを受けたい方が受けられないと

いう、そういういろんな問題が生まれていると思っているんですが、そういうことで間違いなの

かどうか、もう少し詳しくご答弁いただきたいと思います。 

国からの給付についても、わかりましたらもう少しお聞きしたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。 

今、参考資料の方でご質問があったわけでございますが、決算書では１１７ページに障害福祉

サービス事業ということで、２億４，９００万円余り支出をいたしております。これがすべて今

回の自立支援法に基づきますサービス内容の支出でございます。前年度と比較をいたしますと、

２，６１３万円の減額ということでございます。 

したがいまして、４月から給付の行われているもの、あるいは１０月からサービス体系を変更

して改正をされたもの、そういうことに分類されるわけでございますけれども、例えば１０月か

らの部分が、非常にこの減額については多いだろうというように思います。したがいまして、単

純にこれを半年分というような見方をいたしますと５，２００万円余りの町の負担は減額という

ことになります。 

ただ、これへの入りでございますけれども、入りにつきましては国の関係は２分の１、負担金、

補助金それぞれから入りがあるわけですが、基本的には２分の１ということでございますし、府

は４分の１ということでございます。したがいまして、町の負担割合は４分の１ということにな
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るわけでございますが、そういった面で非常に給付の支出は大幅な減額になったということでご

ざいます。そういった面からは、これが直接事業所にもはね返っておるというように判断できる

だろうというように思っております。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） 支援費制度のときは、いわゆる国の方は補助金ということで、サービスがふえて

予算がオーバーした中で、この新しく補正で補助をつけんならんけども、つけられないというこ

とで、途中からサービスを制限するという、そういう事態も生まれました。 

自立支援法になって負担金ということで、今言われたようにサービスがふえれば、自動的に

２分の１の額で負担されるという点はいいんですが、それはよくなったと思うんですけども、も

ともとの払う額が減らされていると、国や府の、ということでさまざまな問題が生まれていると

いうことなんで、これはやはり少なくとも支援費制度のときに国が負担していた分をやっぱりふ

やしていく。対象者は広がっていますから、着実に、ふやしていくということがないと、本当に

障害のサービスがもう続けられないということになるだろうと。 

テレビで問題になっているようなことというのは、あれは悪意の面もあったわけですけども、

なくてももう本当にやっていけないということで、ああいう事態になって追い込まれるというこ

とはもう明白だろうと、今の内容を見ても、いうふうに思っています。 

そういう点で、先ほど課長に言っていただきましたが、ただ単に自立支援法の利用者１割負担、

これは何とか元に戻していただきたいわけですが、そういう問題と事業所の運営の問題、そして

人材確保の問題、サービスをさらにふやすそういう問題等々を含めて、引き続き国に要望すると

同時に、町としてもできる努力をしていただきたいなというふうに思っていますが、この点につ

いてお考えをお聞きしたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。 

新しく内閣が発足をいたしました。それまでに民主党の方では、この自立支援法の改正法案で

すか、それを提出されたようにもお聞きをしておりますし、また、新しく福田内閣のもとでも高

齢者対策、あるいは障害者対策についても、見直しがかけられるんではないかなというような報

道もされておるようでございます。そういった部分には、非常に期待をしておるところでござい

ます。 

それから高齢者、介護保険関係ですが、私どもが感じておりますのは、そういった高齢者に対

する給付といいますか、対策といいますか、それに比べて障害者の関係については、十分なそう

いった国の方の対応がしていただいてないんではないかなと思うような節もたくさんございます。 

そういった面では、これからもいろんな場面で、これらの改善につきましては要望をしていき

たいというように考えておりますし、ましてやこういった中での人材の確保等々につきましても、

十分な確保ができるような改善を求めるべく、努力をしてまいりたいというように考えておりま

す。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） この間、新しく町が取り組んでいる空間整備事業の国の制度を見ましても、高齢

者は今回の補正にありましたように非常に大きな予算があるけども、障害者関係はほとんどない
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というふうなことを見ても、今課長が言われたようなことが、その一つの反映かなというふうに

思っています。そういう点も含めて、お願いしたいと思います。 

それで、その自立支援法の中で児童デイサービスの事業所をしておらいる「すずらん」ですね、

ここについてお聞きします。この「すずらん」は、自立支援法の新しい事業所としての登録が既

に済んでいるのかどうかということと、それからここに対する負担が、合併前と合併後で余り変

わっていないと。金額は今回制度が変わったんで、与謝野町の負担は減ったんですが、いわゆる

３つの町が１つになったわけですから、均等割の部分が減らなおかしいわけですが、そこが減っ

てないんじゃないかと思うんですが、その辺の負担の状況ですね、１８年度はどうなっているの

かお聞きします。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） 「すずらん」につきましても新しいサービス体系に移行しておるだろうというよ

うに考えております。また、「すずらん」に対する補助金の関係でございますけれども、平成

１７年度に比べて１８年度はもろもろのそういった改正等によりまして、約２００万円ほど１市

２町の負担は減額ということになっております。 

その中で、この負担割合につきましては、均等割と利用者割という２つの計算方法でもって負

担をしております。それで均等割につきましては２０％ということでございますし、利用者割に

つきましては、それぞれ利用された方をそれぞれの町で按分をして負担をすると、それが８０％

ということでございます。 

それで平成１７年度から１８年度で、一応、与謝野町としましてはこの負担割合を、旧３町か

ら新しい町１町にお願いがしたいということで、すなわち均等割を５市町ですか、１市４町です

から、５市町で均等割を負担しておりましたが、それを３市町で、宮津、与謝野町、伊根町とい

うことで、この均等割を負担をするようにお願いをしておりましたが、なかなかそれの協議が進

まなかったということでございます。したがいまして、平成１８年度につきましては、１年間は

３町分を払うと、５分の３を払うということでやむを得ないだろうというように考えておりまし

たが、まだ平成１９年度につきましても、そこのところが十分に調整ができてないというような

状況でございます。 

といいますのが、伊根町につきましては、この均等割の方が利用者割よりも負担が大きいとい

うことでございます。それで均等割はかなりの金額を払ったとしても、実際に利用される方が非

常に少ないということで、そうであるならば、与謝野町が均等割を３市町で割るということであ

るんなら、伊根町としてはもう廃止をしてほしいと、均等割自体をというようなこともございま

して、ここの調整ができてないということでございます。 

したがいまし、この平成１９年度中には、何とか財政等のレベルでもって協議をしていただき

たいと。担当課だけでの調整はなかなかできませんので、ほかにもこういった１市２町、あるい

は２市２町で負担する部分が、いろんな事業にあるだろうというように思っております。そうい

った部分では、そういった担当課でそれぞれ交渉しましても埒が明きませんので、そういったこ

とで財政課の方でまとめをしていただきたいというようなお願いをしておるところですが、今の

ところ、それが決着をしたということにはなってないという状況でございます。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 
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１  番（野村生八） 合併したわけですから、どなたかの答弁でも言われてましたが、その合併した条

件に合わせたその中で、当然新しい仕組みをつくっていくということになると思いますが、今お

聞きになったように、そうならないと。宮津市と伊根町と１市２町でやっている、ほかにもあり

ましたけども、いう状況があります。今あったように、ほかにもこういう事例があるのかどうか、

この点については副町長でしょうか、企画課長でしょうか、あるのかないのか、お聞きをしたい

と思います。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） ございます。そこで調整をしようということになっておりまして、それにつ

きましては、宮津市の方で声をかけさせていただくということで、一度だけ会議がもたれたんで

すけれども、その次がまだ開かれていないということでございます。 

１  番（野村生八） どういう項目があったのかというのは。 

企画財政課長（吉田伸吾） ちょっと今資料を持っておりませんけれども、４つ５つかあったというふう

に記憶しております。引き続き、また協議をしていきたいというように思っております。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） 町長にお聞きします。１８年度については、合併して早々ということもあって、

仕方がないかなという気分もあったわけですが、１９年度もということになると、もうこれはず

っと続くというふうな感覚になってきますので、やはり今年度中に決着すると。あるべき姿、新

しい仕組みにしていただくという必要があるというふうに思うんですか、その辺について、どの

ように取り組まれるのかお聞きします。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） あるべき姿はこうだということは、これは非常に簡単なんですけれども、先ほど

来出てますように、それをどういうふうに住民の方たちが受けとめるとか、あるいはある組織が

受けとめるか、あるいはどういう仕組みをともにつくっていくかという点では、非常に難しいと

ころがありますけれども、慌てず、かつ一歩一歩、できるだけ早い時期にという。中途半端な答

弁になりますけれども、無理せず、やはり一つ一つ理解をクリアしながらしていくのが、王道で

はないかなというふうに思っております。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） この問題は、住民にはほとんどかかわりないだろうと。宮津と与謝野町と、恐ら

く伊根町も入っているのが多いんだと思うんですが、その均等割というのが結構あるわけですね、

広域になると。その均等割というのは、町が１つで１つということですから、３つの町が１つに

なったわけですから、その１つに変えていただくと。これは宮津が幾ら財政が大変だと言っても、

やはりそういう基本の中で、宮津も努力をしていただくということが必要だろうというふうに思

っています。 

そういう点では、やはりもっと積極的に、そういう新しい負担割合に基づいたものにしていた

だくと。簡単に言えば宮津がのんでくるかどうかだけの話だと思いますが、これはもっともっと

言っていただく必要があると思いますが、もう一度お願いします。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） ちょっと答弁がおかしかったかもわかりませんけども、ごみの問題にしても、い
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ろんな分担金、消防もそうですし、いろんな形で組み合わせは違いましても、それぞれあります

し、やはり３町が１つになったんですから、今までの５分の３を持つというんではなしに、せめ

て宮津と同額、伊根は若干少ない人数ですから、人口的にも。ですから、そういう割合での今い

ろんな調整を求めているところですけれども、なかなか入り口のところでとまってまして、ごみ

の負担割合なんかも、とまったまんまになってますけれども、この議会が済めば、また活発な調

整なり議論が必要になってくるかと思いますので、そうした姿勢では臨んでいきたいというふう

に思います。 

ただ、その中にもやっぱり地元の住民の人たちとの理解という部分も、全然ないわけではない

ので、お互いがそのとこら辺の理解をすることも、これは必要ではないかなというふうに考えて

おります。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） よろしくお願いします。 

次に、老人医療費について、福祉課長に質問します。 

１２７ページに載っているわけですが、この制度について、簡単にご説明をまずお願いします。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） １２７ページの老人保健の医療費については、マル老と言われておる部分であり

まして、６５歳から７０歳までの所得の低い方に対して、この医療費を負担するというものです。

老人医療と同じように、本来でしたら３割負担になりますけれども、２割分を助成いたしまして、

本人さんの負担が１割で医療を受けていただくという制度でございます。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） 先ほど福祉課長がちょっと答弁で言われましたが、後期高齢者の制度が、ほとん

ど新たにだと思っとるわけですが、来年４月から始まると。前期の７０歳から７５歳までの医療

費についても１割が２割に上がるという関係で、この制度について今言われた１割を合わせて

２割にしようという話が、京都府との中で進んでいるというふうに聞いています。 

今テレビでいろいろ言われてる中でも出ていますように、答弁でありましたように、こういう

ことに対する批判が非常に強いということで、これの見直しが国会でも問題になっています。 

例えば亀岡の運協ではそういう報告したら、そんなことは認められないというふうなことで否

決されたというふうな話も聞いていますが、やはり高齢者の方が、特に年金暮らし等々で暮らし

ておられる方々が、こうして毎年毎年負担がふえていくという中で、本当に悲鳴が上がっている

という状態が反映されてるだろうというふうに思っています。 

そういう意味では、引き上げになるのにあわせて今言われた６５歳から７０歳までの部分も、

あわせて引き上げるという方向ではなくて、やはりそういう思いにこたえて反対に国が上げる方

を下げて、引き続き維持していくという方向での努力と、当然、国自身にやはりその辺の見直し

をしっかりしていただいて、安心してだれもが医療にかかれるという上では、この高齢者の部分

も大事なわけで、そういう方向で頑張っていただきたいというふうに思っていますが、その点に

ついて、事実関係等々も含めて課長にお聞きします。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 今回の改正によりまして、来年４月から７０歳から７４歳までの医療費のご負担
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というのが、現在１割負担で医療を受けていただいておりますけれども、今ご案内にありました

ように７５歳までは２割負担に改正されます。７５歳以上については後期高齢者医療制度に変わ

りますけれども、現在と同じように１割負担で医療を受けていただくということになります。 

このように制度の改正があった中で、６５歳から７０歳までの方について、今現在での改正状

況については、７０歳から７５歳までが２割負担でございますので、それと同じような制度とし

て、現在１割の負担なんですけども来年４月からは２割負担、６５歳から７０歳の低所得の方に

ついては２割負担、７０歳から７５歳については制度改正によって２割負担ということで、この

ような改正がされます。 

したがって、今、マル老の議論の中で、今、野村議員さんがおっしゃられましたように、現在

と同じように７０歳以上についても、１割負担にならないかというような議論もされましたけれ

ども、これは国の方の今制度が、もう２０年から２割負担に決定してるというようなことがござ

いますので、これは京都府と、それから市町村との合同事業、６５歳から７０歳については共同

事業ということになってございますので、国の制度よりもいいということにはならないだろうと

いうことで、国の制度の７０歳から７５歳の制度に合わせた改正が、マル老についてもなされて

るというような状況でございます。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） 最初の答弁にあったように、この制度は低所得の方を対象にしているわけですね。

だからほとんど年金生活とかそういう方等、あるいは仕事がこの年代ではなかなかないわけです

から、医療費がふえたからといって仕事をふやすということもほとんど難しいという方々だとい

うふうに思うんですね。 

だからそういう点では、一方では国が上がったからそれに合わせてということよりも、これは

町長に最後質問しますが、国が上げた分をさらに引き上げていってカバーするという方向の姿勢

が必要だというふうに思いますし、国自身にそういうことをしないような、そういう是正のやっ

ぱり住民の願いを届けるということが大事だろうというふうに思っています。 

この点について、時間も来ましたので、最後に町長にお聞きをしたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 本当に現実、厳しい状況だと思いますし、国に対して府を通じての要望に、直接

ということにはなかなかならないんで、府を通じてというふうな要望になるかと思いますし、ま

たいろんな場面で、また１１月末には全国の大会がございますので、そうした中でも訴えていき

たいというふうに思います。 

町としてということになると、町としてもなかなかその辺は厳しいところがありますので、や

はり制度そのものの見直しをしていただくような方向を、訴えていきたいと思います。 

１  番（野村生八） 終わります。 

議  長（糸井満雄） ここで休憩をとりたいと思います。２０分まで休憩をします。 

それでは休憩します。 

（休憩 午後４時０３分） 

（再開 午後４時２０分） 

議  長（糸井満雄） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
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質疑を受ける前に、先ほど勢籏議員の質問に対しての税務課の調査がされたようでございます。

税務課で。それの回答とあわせて、教育委員会からの追加回答があるそうでございますので、こ

れを許可したいと思います。 

まず、日高税務課長。 

税務課長（日高勝典） 失礼いたします。先ほど勢籏議員さんのご質問に対して、答弁ができておりませ

んでした。 

不納欠損にかかります執行停止の部分でございますが、執行停止をかけて３年間経過して不納

欠損をします。その３年間、ほったらかしというのでなくて徴収に当たりまして、もう全くどう

しようもないという部分について不納欠損を行います。それで改善というんですか、納めていた

だけるようになりますと、一応中断という形でさせていただいております。その件数ですが、

１８年度につきましてはゼロということです。 

それから４期徴収になりまして、一度に１期が高額になりますので、それについて分納という

んですが、猶予という形の部分ですが、それにつきましては約５３件、今のところ来ていただい

て誓約書を書いて、年度内納付ということでお世話になっております。 

それから差し押さえとかそういう関係で交付請求するわけでございますが、差し押さえにかか

る分もありますし、差し押さえをしないなくても裁判所の方から交付請求の要請なり来た件数で

すが、１８年は１４件でございます。その中には、まだ整理のできない部分もございますが、

１４件、交付請求をさせていただいております。 

以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 垣中教育長。 

教 育 長（垣中 均） 先ほど勢籏議員のご質問の中で、幼稚園の使用料、いわゆる保育料は、公立の幼

稚園においてはできないのと違いますかという、その宿題をいただきました。それに対する答弁

をさせていただきます。 

お説のように、確かに幼稚園につきましては、学校教育法第１条で規定します。今度の改正で

はいの一番に上がってきます、幼稚園、小学校という順番であります。第１条で規定される教育

機関、学校の一つであります。そして第６条に、学校においては授業料を徴収することができる、

ただし、国立、または公立の小学校及び中学校、これらに準ずる盲学校、聾学校及び養護学校、

または中等教育学校の前期課程における義務教育においては、これを徴収することができないと、

確かにこのような規定があります。 

しかし、幼稚園につきましてはご存じのとおり、義務教育ではございません。したがいまして、

学校における授業料に相当しますその保育料、使用料を徴収することは可能であります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議  長（糸井満雄） それでは、引き続き質疑をお受けいたします。 

質疑はありませんか。 

赤松議員。 

１ ０ 番（赤松孝一） それでは、平成１８年度の一般会計の歳入歳出決算書に基づきまして質疑をいた

します。 

まず、商工業につきまして、今回の一般質問でも地域の産業活性化ということを質問しました
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ので、関連しまして商工業につきまして質問をいたします。 

まず、この決算参考資料の第三セクターが６社、添付していただいているわけでございますが、

この加悦総合振興有限会社に至りましては、今期８９７万円ほどの損失利益が出ています。きょ

うまで町へ寄附をしていただいたような会社でございますが、これを見ますと売上額が急激に、

８，５００万円から１，５００万円という６，９００万円もの売り上げ減が起きています。また、

ふるさと産品有限会社等々を見せていただきましたが、この町が出資しています第三セクターの

会社の現況につきまして、この数字以外に現況で特筆すること等がございましたら、担当課より

ご報告願いたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） お答えいたします。 

初めに、私の所管であります第三セクターにつきまして、特記すべき内容だけ報告をさせてい

ただきたいと思います。あと農林と教育委員会という格好になろうかと思います。 

私の所管になります部分につきましては、４９ページ、タンゴフロンティア株式会社でござい

ます。道の駅ということで物販販売と、観光情報発信、収集の場として、与謝野町の観光案内業

務を行っていただいております。 

ここにつきましては、一定の安定した運営をしていただいているというふうに理解をしており

まして、自己資本比率につきましては、これはちょっと大き過ぎるんですが、７７．４５％とい

うことで、かえってその資産が余っているような状況でございますが、いつ何が起こるかわから

ないという形の中で、一定の運営ができているものと認識をしております。 

それから出資比率につきましては、非常に小さいものになっておりますが、京とうふ加悦の里

株式会社でございます。５８ページでございますが、非常に依然として厳しい状況でありまして、

バックアップにつきましては、京都府藤野株式会社が全面的に出資したということで、町の出資

率は２％という状況でございます。しかしながら、第三セクターという形で運営しておりますけ

れども、依然として初期投資の関係も含めまして、損失が累積されていくという状況になってお

ります。 

とりわけ今年度につきましては、実は１８年度につきまして第９期の決算から見ますと、特別

利益ということでプラスになっておればいいんですけども、３億５，４００万円という大きな数

字を△で上げてきております。この部分につきましては、減価償却の過去の不足額ということで、

確認をしましたら上げられたということでございまして、それがなくても３，５００万円の赤字

ということでありますけれども、そういった中で経営等につきましては売り上げ、それから出荷

等々を見させていただきますと、一定のアップにはつながっているというふうに認識しておりま

すし、人件費率につきましても１７年度、１８年度を比較いたしましても、大体横並びで推移を

しているというふうに認識をしております。自己資本比率につきましては非常にマイナスと、計

算をする以前の問題ということではございますけれども、初期投資と、それから現在におきまし

ても勢籏議員の一般質問で、町長の方からもちょっと触れていただきましたが、さらに設備投資

をしまして、売り上げアップを図っていきたいという状況で推移しているという内容の状況でご

ざいます。私どもの方としましては、この株式会社についての所管をしておりますので、一応現

状を報告をさせていただきたいということで、以上でございます。 
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議  長（糸井満雄） 土田教育推進課長。 

教育推進課長（土田清司） ４５ページでございます。第三セクターの概要ということで、ふるさと産品

有限会社でございます。古墳公園の管理運営、それからふるさと産品の販売ということでござい

ます。町の出資額については８５万円、出資比率が２２．１％というふうになってございます。 

出資状況についてでございますが、この会社は９月末が決算期ということで、前年、１８年

９月３０日ということになっております。今期、１６期については、まだ私の方にも情報の方が

入っておりませんが、ただ、社長さんが今回かわられるやに聞いております。先日、会議をもた

れたということを聴いておりますが、まだ正式にはお聞きをしておりません。今の情報について

は、以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 浪江農林課長。 

農林課長（浪江 学） 農林課の所管の第三セクターの会社は３社ございます。 

まず、４１ページになろうかと思いますけども、加悦総合振興有限会社でございます。本会社

には町から７５％の出資をいたしております。経過としましては、これまでシルクパウダーの製

造販売なり、それから平成１３年６月からは有機物供給施設、いわゆる豆っこ肥料の製造工場の

管理運営業務も、あわせてお世話になってきております。議員ご指摘のように、過去におきまし

ては多額の寄附を町に対していただいているということでございます。 

この会社の決算の概要でございますが、この表を見ていただきましたとおり、第１８期の

１８年５月３１日を期末とします決算時の売上額が８，５２７万円余りに対しまして、第１９期、

本年５月３１日を期末とします売上額は１，５４１万２，０００円余りで、右側の３の段に書い

ておりますけれども、約７，０００万円の大きな売り上げ減ということになっております。 

また、当期末の累計損益の欄が下から２番目ですけれども、当期の利益も８９０万円余りの赤

字ということになっておりまして、本会社創設以来、初めての赤字決算ということになったとい

うようにお聞きをしております。 

この決算の大きな赤字になった理由ということでございますが、端的にいいますと売上額が大

きく減少したということになるわけですけれども、この約７，０００万円の売り上げ減少の中身

の１つに、昨年６月１日、すなわち第１９期始まるとき、１８年６月１日から豆っこの肥料部門

につきましては、町直営に移行をいたしております。したがいまして、この１９期の１年間の決

算の中には、年間を通して見込まれます、額にして１，４００万円程度の豆っこ肥料の売り上げ

経費が含まれておりません。第１８期は、それが含まれているということでございますので、差

約７，０００万円の中に、１，４００万円の肥料売り上げ部分を含んでいるということでござい

ます。 

大きく売り上げが減少しているわけですけれども、大きな要因としましては、１つに、この

１９期の期初め当初にお聞きしますと、減量となります絹の残滓の在庫が不足して、それを粉に

することができずに、そういう状況にあったということから、別途、高いパウダーを調達をして、

安く供給するという、その契約を優先をしたために、その差益の部分が大きく売り上げの減少に

つながったということでございます。現在は在庫も一定量抱えておられますけれども、この期に

おいては期初めに、そういう状況が１つにはあったということがあるようでございます。 

また、もう１つとしましては、下の方の文書に書かせていただいてますように、平成３年にシ
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ルクパウダーを実用化されました当時に、特許を取っておられるわけですけれども、平成１３年

ごろだと思われますけれども、そのころに特許が切れ、それを更新をせずに現在に至っていると

いう背景がございまして、そういったことからシルクパウダーの販売が激化して、競合が激しい

ということから、なかなか思うように従来の販路においては売り上げが伸びなかったというのが、

大きな要因ではないかというように思っております。 

大変町の出資率の高い会社で、このような大きな赤字ということでございますので、今後の点

については、当町としても注意を払っていかなければならないのではないかと思っております。 

次に、５３ページになりますけれども、株式会社リフレッシュ丹後の決算でございます。 

この表を見ていただきますと、第１０期におきましては、当期の利益が７９万円の黒字を計上

していただいております。リフレにつきましては、４期連続の赤字決算が続いておりましたが、

何とかここで黒字に転換していただけたということでございます。 

私どもも月に１回、役員会に出席をさせていただいて、刻々その状況をお聞かせいただいてお

りますが、率直に申し上げまして現場の社員一同、皆さん本当に努力していただいているという

ことがございます。今期黒字を上げていただきましたのも、現場の方々の努力、また現場での指

揮をとられる方々の経営感覚、こういったものがやはりわずかですけれども、こういった黒字に

つながったんではないかというように、一定評価をさせていただいているところでございます。 

その黒字となりました要因ですけれども、売上額が約４２０万円余り減少しておりますけれど

も、経費が約８，０００万円から７，２００万円まで、８００万円程度の減少ということになっ

ておりまして、売り上げは伸びていないんですけれども、経費を抑制していただいた、その努力

があったんではないかというように思っているところでございます。いずれにしましても累計の

損益は、まだ３，６００万円余りございますので、引き続き経営努力に邁進していただきたいと

いうように考えているところでございます。 

リフレにつきましては、５７ページにも、特に常任委員会の方からご要請もございまして、部

門物に決算をあらわす資料も添付しておりますので、参考にしていただけたらと思います。 

それから、最後に６１ページになりますが、株式会社加悦ファーマーズライスの決算でござい

ます。 

この冷凍米飯の施設につきましては、ここに決算概要を上げておりますとおり、第８期の決算

におきましては、当期利益５７８万６，５４９円を計上していただいております。６期から８期

まで上げておりますけれども、順調に黒字をふやしていただいているという状況にございます。 

この会社につきましても、月１で役員会に出席させていただいておりますけれども、役員会は

普通１１時から開かれますが、午前中は本当に加工室の中も活気あふれて、会社の中の皆さんも

本当に頑張って、活気がみなぎっているような感じを毎回受けているところでございまして、菅

野専務さんを筆頭に現場におきましては、累積の赤字が過去たくさんございますので、それを少

しでも回収できるようにということで、頑張っていただいているということでございます。 

殊に本決算でもございますけれども、事業費で約５，０００万円かけまして、平成１８年度か

ら１９年度に一部繰り越しを行って、この加工室の拡張等の工事を実施させていただきまして、

今後、売上増に向けて、新たな製造ライン等の設定していただくなどして、今後もこれ以上の黒

字になるように、努力していただけるものというように期待をしているところでございます。 
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農林課の所管施設は、以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 赤松議員。 

１ ０ 番（赤松孝一） それでは、監査委員さんにお尋ねするわけですが、加悦総合が７５％の出資、そ

れから丹後フロンティアが４０％、それから今の丹後リフレッシュは４８．４％、それから最後

の加悦ファーマーズライスが６５．６％、非常に出資割合が高い会社があるわけでございますが、

こういった会社に対しましての決算数値等につきましては、監査していただいた結果、どのよう

な状況でありましたか、ご報告願いたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 足立代表監査委員。 

代表監査委員（足立正人） お答えいたします。 

出資比率の非常に高い第三セクターの会社でありまして、それ以外にも旧野田川の財団法人、

これは１００％の出資でありますし、監査委員としましても関心をもって監査等、内容等をチェ

ックかけなければならない団体だろうというふうに考えておりますが、今回のこの決算審査に並

行しましてのチェックというのは行っておりません。 

今後課題としまして随時監査、それから定期監査等を、今後具体化していく運びにしたいと思

っておりますが、その中で内容をチェックさせていただくような運びにさせていただきたいと考

えております。 

以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 赤松議員。 

１ ０ 番（赤松孝一） 私もはっきり覚えてませんけど、たしか出資比率が２５％の以上は、町の監査が

できるというふうに思っていますので、ぜひともこれからは、代表監査委員さんを含めて監査を

お願いしたいというふうに思います。 

それから、これは例えば今の加悦のファーマーズライスですか、先般、総務常任委員会で視察

に行かせていただきまして、今、担当課長がおっしゃったように非常に活気のある、４０名の

方々が一生懸命に仕事をされておられるのは、非常に見ていても気持ちのいい状況でありました。

累積赤字は、まだ９，０００万円ほどございますが、今期も立派な数字を出されておりますし、

これを見ましてもやはり実質経営者が、これはカンノさんかスガノさんか知りませんが、この方

が平成１４年９月に専務に就任されて新体制でスタートしたと。そこで経営者の努力で、ここま

で立派な会社になってくると、いかにも経営者の責任は非常に重大であり、経営力というものは

非常に大きな会社の命運を握っているものでございます。 

したがいまして、ややもするとこういった会社、たまたまこれは前々ですか、元町長さんの西

原さんが社長でございますが、その方をどうこういうのでございませんが、やはりこういった会

社の経営というものも、もう町長を引退されまして随分と時間もたっています。やはりそのとき

に合ったトップの方が経営をされるというのが、私はやはり望ましいであろうというふうに思っ

ています。 

例えば夜久野町が今回、福知山市と合併しました。そして夜久野町が持っていました第三セク

ターの夜久野町の道の駅ですね、あそこが８００万円ほどの累積赤字があったようですが、やは

り今回合併に当たりまして、前町長が個人的な出費で１，０００万円負担されました。そのよう

に、やはりこういった会社に対しまして、きょうまではずるずるときていましたが、やはり会社
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の体制の見直し、そういったものも今後の大きな課題ではないかと思っていますので、各担当課

はじめ町長の方も、やはりこういったせっかくできて、今ある会社がだめな会社ではなしに、本

当に地域の産業振興に役に立つ、また雇用促進ができる、そういった企業体にもっていくために

は改めて、町も高額な出資をしているわけですから、それなりの出資者としての意見があるわけ

ですから、やはり新体制といったことも求めていただきたいと思いますが、これにつきまして、

どなたか答弁願いたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） それぞれの第三セクターの会社の成り立ち等々もございます。やはり今あるそう

した、これもどちらかいいますと地域挙げての形でつくってこられた会社であったり、そういう

事業所でございますので、やはりそれらについては先ほど来、きょうの午前中にも出てましたけ

れども、新たな企業をということ以上に、やはり地元のこういう企業に対しては、町も真剣に力

を入れていく必要があろうかなというふうに思いますし、役員体制については、お金は出しても

物がどこまで言えるかはわかりませんけれども、それぞれの会議につきましては、直接私ではな

しに、課長なりが出席しております。 

いろんな形で相談に乗ったりすることもございますし、やはりそういう体制について、本来は

やはり会社の中で決めていただくことでしょうけれども、やはりそういう報告を受ける中でこち

らの思いも伝える。そういうことによって役員構成等にも物を言わせていただく、そういう場面

も出てくるかというふうに思いますが、今の段階では、やはりそれぞれ社長をしておられる、取

締をしてる西原さんあたりも、経営陣についても非常に力を入れて考えてやっておられますので、

それらについて相談がけがあったり、あるいはこちらとしても物申すときがあれば、出資者とし

ての権限の中で物を言っていくという、そういうことにしていきたいというふうに思っておりま

す。 

議  長（糸井満雄） 赤松議員。 

１ ０ 番（赤松孝一） 今町長の答弁をいただいたわけでありますが、私、今の役員も立派だと思うんで

すが、やはり今後、今ある、せっかくつくった企業が、特に旧加悦町さんが中心でありますが、

旧加悦町さんにおかれましては、循環型農業等、また一般農業法人等もございますし、そして今

新たに与謝野町内でも若いいわゆる経営者が東京、関東に市場を求めて、農林課長もご存じだと

思いますが、もう既に大手と契約をされかかっています。そういうふうに非常に丹後というもの

に対して、丹後がブランドになりつつあるなという状況でありますので、ぜひこういったものを、

いろんな形でこの会社を利用できますので、余りもうけていないとか、もう今はだめだとかいう

ことがありますが、例えばシルクパウダーの会社でも、今聞きましたら特許が切れていたという

ことも大きな落ち度でございます。せっかく丹後ちりめんという絹糸を使う、その産地で出てく

るものを利用すると、これも循環であります。 

そういった意味におきまして、ぜひともこの三セクには、もっともっと町もここまでの出資を

している以上は、大きな目を向けていただきたいというふうにお願いをしておきたいと思います。 

それから、次に商工観光課長に産業的なことを聞くんですが、去年の融資で参考資料によりま

すと、今融資残、貸付残高が１５億２，６２９万３，０００円というふうなことでございますし、

新規に１２８件、昨年度ふえているようでございます。やはり町内の商工業者は大変構造的な不
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況も含め、冷えきった状態でありますが、今、商工業者に対する１５億２，６００万円、過去の

分も含めてでありますが、課長が見られて今後のこういった融資の斡旋状況につきまして、昨年

度の新規の１２８件の増という、非常にたくさんの方々が利用されているという状況を含めて、

これはマルカ、マルトク、あるいはマルフ、マルノウ、マルノウ・マルソウ、マルノウ・マルシ

ュ、マルノウ・マルキン、マルヨ、マルヨ・マルフ、マルヨ・マルソウというふうに、非常にわ

かりやすくしてあるわけでございますが、これでいきますと、旧岩滝町もたくさん伸びているわ

けですが、こういった傾向をどのように分析されていますのか、去年１年間の融資状況、斡旋状

況から、担当課長のご認識、ご見解をお尋ねいたします。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

ここであらかじめ申し上げておきます。 

議事の都合によりまして、５時以降も続行いたしますので、申し上げておきたいと思います。 

それでは答弁をお願いします。 

商工観光課長（太田 明） 資料の方を見ていただいてるというふうに思いますので、それに基づいて若

干説明をさせていただきたいと思いますが、実績的には今言われましたように新規で１２８件と

いうことでございます。実際のところ１２９件の申請があったわけですが、１件取り下げという

ことで、１００％に近い融資斡旋を行ってきたということでございます。 

ちなみに１００％近いんですが、金融機関へ直接行かれました方については、ちょっと実績は

わかりませんけれども、そんなような状況でございます。 

それから相談状況の中で３件、どうしても申請ができなかったという方も実際にございますが、

ほとんど履行できたなというふうに考えております。 

加えまして、運転と設備とあるわけでございますが、運転が非常に多いという現実は否めない

ところでございます。といいますのは不況対策ということで、借り換え等々ができるような仕組

みにしておりましたので、ここで従来使っておられる方が、要因の中でもちょっと話をしました

けれども、同じ方が何回もうまく利用されているという要因が、１つは大きな要因としてあると

いうことを申し上げました。 

設備につきましても１８件ということでございますので、これにつきましては非常にニューマ

ネーを使っていただいた形の中での前向きな融資だというふうに認識をしております。やはり小

売業といいますか店舗改装が２件、非常にありがたいなと思いましたのはレピアの購入だとか、

成型機の購入等につきましても、そういうような形で織物業の停滞の中で、新たにこういう設備

を投資して、やっていこうという方もあるということも認識をさせていただきました。 

ほかに商用車の購入とかいうのがございますが、その辺が１８件ということでございまして、

そんなような状況の中で、まだまだ設備も利用していただいた方があるということですし、ちな

みに創業も１つあったということでございます。 

そういった中で結論から申し上げますと、この制度融資については前にもちょっとご報告を申

し上げましたとおり、責任共有制度の中で非常に悩んだ中での結論として、１９年度から廃止に

して、京都府の制度融資の中でいかに活用できるかということを、私どもも京都府の制度融資だ

からということではなくて、緊急窓口も設けましてやっていくという形で現在も取り組んでおり

ます。 
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そういった中で、１９年度の分析はまだしておりませんけれども、１８年度のような形にまた

おさまるんかなというふうに思ってますが、設備融資がどんどんふえていくことを願いながら、

京都府の方ともキャッチボールをしながら、状況を今後も把握していきたいというふうに思って

おります。 

議  長（糸井満雄） 赤松議員。 

１ ０ 番（赤松孝一） 私の質問の仕方が悪かったです。１２８件の新規の利用者の方の業種別が１つと、

割合で結構です。それから設備の割合と運転の割合を、それを私はきちっと聞かなかって、済み

ませんでした、お願いします。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） お答えしたいと思いますが、重複するかと思いますが、私の現在把握してま

す状況だけ、ちょっと報告させていただきます。 

答えになるかどうかわかりませんが、レピアの購入、これは業種は織物業でございますが１件、

それから成型、これももちろん織物関係で１件。それから店舗改修、これは小売店の店舗改修と

いうことでございます。それから、これも織物関係だと認識しておりますが、商業用車の購入が

１件。 

それから、加工機器という書き方をしているんですが、それが３件ございます。その加工機器

という部分が、申しわけないですが中身的にちょっと分析できておりませんが、いわゆる織物関

係の加工機器ではなくて、ほかの部類の業種にかかるもんだというふうに認識をしておりますが、

設備の１８件は、そういうものでございます。 

あと１０件の中の分析は少しできておりませんけれども、主たるところにつきましては、ニュ

ーマネーと運転資金との部分につきましては、全くゼロというわけではないんですが、運転資金

にかかる部分がもう８割ぐらいは、ウエートを占めているんではないかなというふうに思ってお

ります。 

以上、そんなところしか答弁できませんが、お許し願いたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 赤松議員。 

１ ０ 番（赤松孝一） ちょっと細かいことになるんですが、いわゆる織物振興対策事業で講師等の謝礼

８０万円といったものが出ているんですけども、これはどのような形で織物振興される講師さん

であったのか、ちょっとこの点につきましてお願いをいたします。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） 織物振興という大きなくくりを掲げておりますけれども、内訳を申し上げま

すと、旧３町とも取り組まれておりました着物に触れていただく、着物を知っていただく着物着

付け教室というところで、これはもうすべて講師謝金でございます、４８万円。 

それから新規には、この間のちょっと触れましたが手機、それから織機調整等の機関係に伴う

技術講習、それから手機の技術を学んでいただきまして、新たなビジネスチャンスをつかんでい

ただくということで、これも講師謝金の１１万円。 

それから染色関係につきましても取り組みをしておりまして、これにつきましては染色講習会

ということで、これも２１万円を一応講師謝金ということで、組ませていただいたものでござい

ます。 
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議  長（糸井満雄） 赤松議員。 

１ ０ 番（赤松孝一） たびたび同じ課長さんすみませんが、同じページの企業立地の推進事業費が

３４６万７，２６０円、決算で上がっているわけです。これにつきまして、ちょっとご説明をお

願いしたいと思います。２０７ページの企業立地推進事業、水質検査とか使用料とか。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） 失礼しました。２０７ページ企業立地推進補助金の３４６万７，０００円の

内訳でございますけれども、旅費につきましては、小林議員等々からもご質問がありました京都

府の市町村企業誘致推進協議会等の会議に参加する費用でございますし、それから水質等検査手

数料につきましては、加悦地域の日本電算にかかわります水質調査を行っていくということで、

契約が締結されておりますので、これを実施しております。 

それから使用料及び賃借料につきましては、京とうふ株式会社ですね、加悦の里にかかります

賃貸料が３２９万７，１１０円、このうちの中に含まれておりまして、あとは岩崎工業団地の水

源地を確保しておりまして、その地代が３万５，８００円ということで賃貸借料を掲げて支出し

ております。あと負担金につきましては、協議会への負担金という内容の内訳でございます。 

議  長（糸井満雄） 赤松議員。 

１ ０ 番（赤松孝一） そしたら、また第三セクターに戻るわけでございますが、京とうふさんの加悦の

里の資料で見ますと、豆腐の製造工場ということで、府の所有地の借地料を年３５２万

４，０００円というふうにうたってあるわけですが、となりますとこの３５２万４，０００円、

京とうふさんとここへ書いてある部分は、これは京とうふさんが払われるのではなしに、本町が

払っていると、こういうふうに理解したらいいわけですか。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） 金額は、先ほどの岩崎の部分がございますので、京とうふだけの地代を申し

上げますと、３２９万７，１１０円が年額でございます。参考資料に３５２万４，０００円と書

いてありますが、私が今申し上げました３２９万７，１１０円が正しい金額で、京都府とのです

し、これは京とうふの地代でございますが、基本的にはご指摘のとおり町がいったん払いまして、

京とうふから町の方に入れていただくということでございます。 

議  長（糸井満雄） 赤松議員。 

１ ０ 番（赤松孝一） わかりました。京とうふさんから３２９万７，１００円いただいて、それを与謝

野町が京都府へ払うと、こういうことですね。ちょっと京とうふと京都府でちょっと頭がこんが

らかって、よくわかりましたです。 

それから、これも細かいことではあるんですが、観光トイレは商工観光課の担当ですか。観光

トイレのこれも維持管理費を払ってあるわけですが、この観光トイレといったものは、例えば今

後こういったものを設置していただきたいと思った場合に、これは６２万５，０００円のトイレ

の維持管理料を払ってあるわけですが、昨年度、どのような例えば条件に合致した場合に、観光

トイレと呼んでいわゆる指定してもらえるものなのか、どうなのか。これにつきましてどのよう

な見解でしょうか。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） 私どもが所管しておりますトイレを観光トイレと言っておりますし、それか
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ら建設課の方でも、ちりめん回廊といいます自転車道に設置しておりますトイレもありますが、

それはまた所管が違いますけども。 

ご指摘の観光トイレにつきましては、ちなみに現状を申し上げますと、野田川地域の岩屋雲岩

公園にありますトイレ、それから街中トイレと言ってますのは、岩滝商工会の前の駐車場にあり

ますトイレ、それから板列トイレと申しまして町民体育館の下にありますトイレ、それから旧加

悦町役場と書いてありますが、後ろにありますトイレということであります。 

基本的な考え方を申し上げますと、観光トイレということですから、町内の方も含めて町外か

ら来られた方々に、トイレを提供させていただくということでございますが、正直なところ申し

上げまして旧３町の方から形の中で、観光として位置づけたトイレということで引き受けをして

おります。過去には、それぞれトイレを設置する段階におきましては、単費ではなくて京都府の

補助金を、観光事業補助金というのがございましたので、それを使って設置したトイレという形

で、とりわけ岩滝の方はそういう形でしておられます。野田川の場合は、町が認めたトイレとい

うことでございますけれども、基本的には多くの方に使っていただくトイレということでござい

ます。 

今後トイレの考え方につきましては、いろんなケースがございますので、一概には申し上げら

れませんけれども、通常、今言いました多くの方が集まられる、交流人口が見込まれる場所で展

開、そういう施設の周辺に設置については考えられるものが、観光トイレというふうに私自身は

認識しておりますし、そういう形で調整を図っていきたいなというふうに思っております。 

議  長（糸井満雄） 赤松議員。 

１ ０ 番（赤松孝一） すみません、遅くなって。最後になりますが、観光イベントにつきまして、お尋

ねします。これは２１１ページに観光イベント開催事業費としまして７２６万５，６５０円計上

されています。 

主に、ひまわり１５万本と温泉まつり等でございますが、どうも温泉まつりと、ひまわりと聞

いていますと、運営の仕方が若干差があるんかなというふうな感じはするわけでございますが、

実質ひまわりにつきましては、ここに上がってます８２万３，０００円、それから土地の使用料

が１８２万５，０００円、実行委員会への負担金が５７万円というふうに上がっていますが、実

際にどれぐらいの総予算が、負担金ですから実行委員会の方もそれなりの負担をされているんで

しょうし、実際あのお祭りをされるのに去年のお祭りで、ひまわり１５万本でどれぐらいのお金

が要っているのか。また、あれは目に見えませんけど、職員の方々も路上に立って駐車場の管理

もされています。そういった意味で、どのような総費用がかかったのか。また、温泉まつりにつ

きましても、実際にどのような実行委員会の方々がやっておられるのか、この観光イベントにつ

きまして、この２つのイベントにつきまして、お尋ねをしたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） お答えをさせていただきます。 

初めに、ひまわり事業につきまして、ご報告申し上げたいと思います。１８年度決算の話でご

ざいますので、１８年度事業実績を申し上げますと、総事業費で３４０万８，０００円というこ

とでございます。その内訳を申し上げますと、地代が１８２万５，０００円、端数がありますが、

それから栽培管理委託料を支払っておりまして、それが８２万３，０００円、それから種も町の
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方から支給しておりますので１８万９，０００円ということ等、それが実際に栽培を行っていた

だくためのものでございます。 

そして実際にイベントを行っていくのは、実行委員会体制で行っておりますので、その負担金

が決算額で申し上げますと、当初１００万円を負担していただいておりますが、入りもあります

ので、入場料等から精算をいたしまして５７万円が実行委員会の決算額ということでございます。

ちなみに１８年度の入り込みが、きょうまでの入り込みですが、大体１万人前後を推移している

という形になっております。 

それから、それにかかわります方々につきましては、実行委員会の中では、もちろんひまわり

部会の皆さん、それから１８年度におきましては野田川の観光協会の皆さん、関係者が協力して

いただいておりますし、ちなみに１８年度では職員のかかわり方につきましては、商工観光課と

農林課で２２名で、もちろん期間中につきましては、実行委員さんの方にも協力をいただいてお

りますが、職員のことを申し上げますと２２名で回りましたということでございます。 

ただ、ことしの部分を見ていただきますとご指摘のとおり、職員がたくさん出ていたというの

は事実でございまして、これは町長との相談もさせていただきました中で、とりわけひまわりが

町の花になったというようなことも含め、そしてその職員にも現況を見てもらうというようなこ

とも含めて駐車場を中心に、もてなしの気持ちで対応していただきたいというようなことで、参

加をしていただいております。半日ずつでないと、ちょっともう１日は非常に暑いんで大変だっ

たんですが、半日になりますが延べ３５名の職員が、確かに参画をしていたといをのが事実でご

ざいます。そういう状況でございます。 

次に、温泉まつり、１８年度は温泉まつり実行委員会負担金という形をとっておりますけれど

も、看板的にはオータムフェスティバルということで、温泉も１つの産業であるということから、

いろいろとご指摘も受けましたけれども、年度当初からオータムフェスティバルという名前の中

で、産業祭的なところをやっていこうという実行委員会のご理解を得まして、事業を展開しまし

た。額は３７９万３，０００円ということで、当初４，０００万円の予算でしたんですが、

２０万６，０００円余りは不用額でお返ししたというような状況でございます。 

ちなみに正直に申し上げまして、オータムフェスティバルの方が、準備から後片づけまでをい

いますと、職員総出という格好になっておりまして、延べ人数は細かいものを持ってませんので

申しわけありませんけれども、各課の動員からいきますとほとんどに近い、全体からいいますと

本庁の職員にありますが、出先はちょっと関係なんですけども、本庁でいきますともう７割の方

が事前の準備、当日の運営、そして後片づけというような格好で、従事していただいたのは事実

でございます。 

ちなみに、土日の出勤については、これはもう振りかえということで、対価の補償はしないと

いうことでございますので、それはもうひまわりも、このオータムフェスティバルも、同じ考え

方で取り組んできたということでございます。 

１ ０ 番（赤松孝一） 動員数は。 

商工観光課長（太田 明） ちょっとプレスと間違えるとあれなんですが。 

１ ０ 番（赤松孝一） よろしい、わからんかったら。 

商工観光課長（太田 明） すみません、ちょっと申しわけありません。 
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議  長（糸井満雄） 赤松議員。 

１ ０ 番（赤松孝一） もう答弁は結構ですけど、こういったイベントにつきまして、観光イベントと名

乗っておられますが、例えばツバキにこだわるわけじゃないですが、町の花と町の木とございま

す。やはりツバキのお祭りも一定の町を挙げてのお祭りになるように、地元の方にお任せだけで

はなしに、やはりせっかくの千年の歳月という部分が、ヒマワリは植えれば生えるわけですが、

千年のツバキは、きょう、あしたでできませんので、やはりそういった今ある貴重な財産にも、

目を向けていただきたいなというふうなことを感じています。 

以上で終わります。 

議  長（糸井満雄） ここでお諮りします。 

会議の中途でございますが、本日の会議はこのあたりでとどめ、延会にしたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） ご異議なしと認めます。 

よって、本日はこれにて延会とすることに決定しました。 

本日は、これにて延会します。 

次回は、あす９月２７日午前９時３０分から会議しますので、ご参集ください。 

ご苦労さまでした。 

なお、１つ議員の皆さんにお願いがございます。 

大江山登山マラソンが９月３０日に行われます。開会は９時でございますけれども、大江山登

山マラソン実行委員会からのお願いということで、私の方にお願いがきております。ということ

は、当日９時開会前、８時５５分から舞鶴海上自衛隊の音楽隊が特別参加で、何か与謝野町の町

歌ですか、そういったものを吹奏されるということでございます。 

したがいまして、議員の皆さん方でお手すきの方、参加していただける方は、できたら８時

３０分過ぎぐらいまでに来ていただけないだろうかという実行委員会からのお願いでございます。 

なお、音楽隊につきましては、その後、ミニ吹奏楽演奏会ですか、そういったものも開催され

るというふうに聞いておりますので、実行委員会からのお願いでございましたので、よろしくお

願いしたいと思います。 

以上でございます。大変ご苦労さんでございました。 

（延会 午後５時１６分） 

 


